
 別紙８ ＧＡＰ拡大推進加速化 

第１ 事業の実施方針 

国際水準ＧＡＰの実施及び認証取得の推進は、輸出拡大や農業人材の育成など、我

が国の農畜産業競争力の強化を図る観点から、極めて重要である。 

このため、我が国の国際水準ＧＡＰの取組の拡大を図るために必要な施策を総合的

に推進するものとする。 

第２ 事業の内容 

本事業は、ＧＡＰの取組の拡大を図るために必要な施策を推進するものであり、 

① 国際水準ＧＡＰガイドライン（令和４年３月８日付け３農産第 3417 号農林水産

省農産局長通知）（以下「国際水準ＧＡＰガイドライン」という。）を活用した国際

水準ＧＡＰの指導を推進するため、都道府県ＧＡＰ指導体制に位置付けた者を対象

とした国際水準ＧＡＰガイドラインに関する研修会を開催する取組等を支援する

「国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進」

② ＧＡＰ農産物の取引量を拡大するため、商談の促進に必要な国際水準ＧＡＰに取

り組む農業者と実需者のマッチングを支援する「国際水準ＧＡＰを実践する農業者

と実需者のマッチングの促進」

③ 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏及び肉用鶏に係る日本版畜産ＧＡＰ（以下「畜産Ｇ

ＡＰ」という。）の認証審査推進のための審査員育成、アニマルウェルフェア（以下

「ＡＷ」という。）に配慮した家畜の飼養管理の普及拡大等を支援する「畜産ＧＡＰ

拡大推進加速化」

④ 都道府県によるＧＡＰ指導体制の下で行うＧＡＰ指導活動の推進、人材育成を目

的とした農業教育機関及び環境負荷低減に取り組む団体のＧＡＰ認証取得等の取組

を支援する「国際水準ＧＡＰ普及推進交付金」

⑤ 畜産ＧＡＰの普及・推進体制の強化を図るための指導員の育成、畜産ＧＡＰ認証

取得等の取組を支援する「畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金」

から構成される。 

 事業ごとの取組内容、事業実施主体、事業実施手続等については、次のとおり定め

るものとする。 

１ 国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進 

Ⅰに定めるとおりとする。 

２ 国際水準 GAP を実践する農業者と実需者のマッチングの促進 

Ⅱに定めるとおりとする。 

３ 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化 

Ⅲに定めるとおりとする。 

４ 国際水準ＧＡＰ普及推進交付金 

Ⅳに定めるとおりとする。 

５ 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金 

Ⅴに定めるとおりとする。 
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Ⅰ 国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進 
 

第１ 事業の内容 

１ 取組内容 

   本事業においては、都道府県ＧＡＰ指導体制に位置付けた者（以下「ＧＡＰ指導員

等」という。）を対象に、国際水準ＧＡＰガイドライン（令和４年３月８日付け３農

産第 3417 号農林水産省農産局長通知）の内容を修得させ、国際水準ＧＡＰの指導を推

進することを目的とし、以下の取組を行うものとする。 

 （１）検討会の開催 

    国際水準ＧＡＰに関する専門家等の構成員から構成される検討会を設け、ＧＡＰ

指導員等による国際水準ＧＡＰガイドラインを活用した国際水準ＧＡＰの推進に

効果的な研修の実施について検討を行う。また、ＧＡＰ指導員等が研修会受講の成

果を十分に活用できていることを確認する方法等を検討する。 

     

（２）研修会の開催 

   ア ＧＡＰ指導員等を対象とする研修会を全国を対象に、国際水準ＧＡＰガイドラ

インの内容に関する事項とウの（ⅰ）から（ⅲ）までに掲げる事項について開催

するものとする。なお、開催の方法については、オンライン形式で行うことを検

討する。 

   イ 開催に当たり全都道府県から参加者を募集するものとする。 

   ウ 研修会で取り扱う事項は下記のとおりとする。 

   （ⅰ）国際水準ＧＡＰガイドラインによる指導方法に関する事項 

   （ⅱ）団体に対する指導に関する事項 

   （ⅲ）みどりのチェックシートの取組に関する事項 

   エ 研修を受講したＧＡＰ指導員等に対して、研修受講証明書を発行するものとす

る。 

（３）研修会受講の成果の確認 

本事業の研修会に参加したＧＡＰ指導員等が、研修会受講の成果を指導に十分に

活用できているかを測るものとする。 

 

 ２ 補助要件 

（１）事業実施主体は、本事業を実施するに当たっては、次に掲げる全ての要件を満た

していなければならないものとする。 

ア １の（１）から（３）までの取組を全て実施すること。 

イ ＧＡＰ指導者の育成を目的とした研修の開催実績があること。 

ウ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有

し、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等（これらの定め

のない団体にあっては、これに準ずるもの）を備えていること。 

エ 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、

責任を持つことができる者であること。 

オ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい
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う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与して

いる者をいう。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）を含む反社

会的勢力に属していないこと。 

カ 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有

すること。 

キ 事業により得られた成果（以下「事業成果」という。）について、その権利を

制限せず、公益の利用に供することを認めること。 

ク 事業の内容が成果目標の基準を満たしていること。 

（２）本要領別表１の８（１）アに掲げる協議会とは、１の取組を行う能力を有する者

であって、事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思

決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の

方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約が定められているものとする。 

 ３ 成果目標の設定 

 （１）成果目標 

研修に参加し、ＧＡＰ指導に従事した者の割合を全研修参加者の 80％以上とする

具体的な数値目標を設定すること。また、研修会受講の成果を指導に十分に活用で

きていることを確認すること。 

（２）目標年度 

    （１）に掲げる成果目標の達成に係る目標年度は、事業実施年度の翌年度とする。 

４ 審査基準 

   本要領別表４の２の審査基準の評価項目は以下のとおりとする。 

 （１）検討会に関する体制 

   ア 構成員に国際水準ＧＡＰガイドラインを始めとしたＧＡＰ認証に関する知見を

有する者はいるか。 

   イ 構成員に農業者や農業高校等の農業教育機関の生徒等を指導する立場にある者

又はその経験者はいるか。 

   ウ 構成員に、応募者が提案する、研修会受講の成果を十分に活用できていること

を確認する方法の知見を有する者はいるか。 

 （２）研修会開催等に関する事項 

   ア 過去にＧＡＰに関連する取組を行ったことがあるか。 

   イ 効率的な実施のための工夫、費用を抑えるための工夫がされているか。 

   ウ 国際水準ＧＡＰに係る知識の効率的な習得方法が提案されているか。 

   エ 研修会受講の成果を十分に活用できていることを確認するための方法が提案さ

れているか。 

   オ 研修会受講の成果を十分に活用できていることを確認することが提案されてい

るか。 

 

第２ 事業実施計画等 

 １ 事業実施計画の作成等 

事業実施主体は、本要領本体第５の１に基づき、別添１－１により事業実施計画を

作成し、交付申請書に添えて農産局長に提出するものとする。 
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 ２ 事業の承認 

農産局長は、提出された事業実施計画の適否を審査し、適当と認める場合は交付決

定により事業実施計画を承認するものとする。 

 

第３ 点検評価等 

 １ 事業実施状況の報告 

事業実施主体は、本要領本体第６の１に基づき、別添１－３により事業実施報告書

を作成し、農産局長に報告するものとする。 

 ２ 事業の評価 

事業実施主体は、本要領本体第７の１（１）に基づき、別添１－４により自己評価

を行い、農産局長に提出するものとする。 

       

第４ その他 

 １ 収益納付 

（１）事業実施主体は、事業成果の実用化等により相当の利益を得たと認められる場合

には、別添１－６により、年間の収益の状況を記載した収益状況報告書を、本事業

の終了年度の翌年度から起算して３年間、事業成果の実用化等により相当の利益を

得たと認められる事項のあった年度の翌年度の６月末日までに農産局長に報告す

るものとする。 

（２）農産局長は、（１）の報告書に基づき、事業実施主体が相当の収益を得たと認め

る場合には、会計年度の収益額に、事業の実施に要する経費として交付された補助

金額の総額を当該事業に関連して支出された費用総額で除して得た率を乗じた金

額について、事業実施主体に納付を命じるものとする。 

（３）収益を納付すべき期間は、本事業の終了年度の翌年度から起算して３年間とする。

ただし、納付を命じることができる額の合計額は、事業の実施に要した経費として

確定した補助金の額を限度とする。 

２ 管理運営 

農産局長は、関係書類の整備等において、適切な措置を講ずるよう、事業実施主体

を十分に指導監督するとともに、事業の実施に必要な資料の提供を求めることができ

るものとする。 
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別添１－１（第２の１関係） 

番   号  

年 月 日  

 

  農林水産省農産局長  殿 

 

 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際

水準ＧＡＰガイドライン普及促進）事業実施計画の（変更）提出について 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第５の１に基づき、関

係書類を添えて（変更）提出する。  

 

 

 

（注）関係資料として、別添１－２（事業実施計画書）を添付すること。 
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別添１－２（第２の１及び第３の１関係）

（注）第３の１に基づく実施状況報告書の場合は（）内を用いること

事業実施主体名：

持続的生産強化対策事業のうち

GAP拡大推進加速化事業（国際水準GAPガイドライン普及促進）
事業実施計画書（実施状況報告書）

事業実施年度 年度
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第１　事業実施主体
１　事業実施主体名及び代表者名

２　事業実施担当者

３　事業会計担当者

４　事業実施体制

（注）連携・協力体制、役割分担、事業の進行管理等の体制の方針を記載すること。（フロー図を別添として添付しても可）

５　GAPに関連する研修会等の実績

（注）GAPに関連する研修会の開催実績その他取組実績があればその内容を記載すること。

Ｆ Ａ Ｘ

メ ー ル ア ド レ ス

職 名

所 属 先 住 所

Ｔ Ｅ Ｌ

フ リ ガ ナ

氏 名

所 属 部 署

所 属 先 住 所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

メ ー ル ア ド レ ス

氏 名

所 属 部 署

職 名

（注）協議会形式で実施する場合は、構成員の組織等の名称も記載すること。

フ リ ガ ナ
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第２　事業の実施方針及び事業計画
１　事業実施方針

３　成果目標

【研修会受講の成果の確認】
(研修会受講の成果を十分に活用できていることを確認するための方法について整理すること。）

２　事業の内容

【検討会の開催】
(検討会の開催方針、専門家の構成、活用方法について整理すること。）

【研修会の開催】

(想定する研修内容、受講者数、研修会開催方法、過去の研修会開催状況、効率的に実施するための工夫、係る費用を抑えるための工夫、国際水
準ＧＡＰに係る知識の効率的な習得方法等について整理すること。）
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４　検討会の構成員

５　事業全体の実施スケジュール

月
月
月
月
月

（注）　適宜、行を追加すること。

(　　　　　年度）

（注）　適宜、行を追加すること。

事業の実施時期 取　組　の　内　容

氏名 所属団体名 役職名 本事業の検討を担える理由又は見識
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第３　事業実施経費
１　経費の配分及び負担区分

（注）「備考」の欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場合には「除税額○○○円うち国費○○○円」を、
　　同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記入すること。

２　予算額及び精算額

（注）別紙の費目、細目ごとに経費を分類し記入すること。

円 円 円 円 円 円 円 円

　区　　　　分

本年度予算額 本年度精算額 比　較　増　減

うち
国庫補助金

うち
国庫補助金

増 減
うち
国庫補助金

うち
国庫補助金

　　合　　　　　計

（２）研修会の開催 定額

（３）研修会受講の成果の確認 定額

（１）検討会の開催 定額

事　業　概　要 補助率 事　業　費(円)
負　担　区　分(円)

備考
国庫補助金 事業実施主体
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３　事業内容別の内訳

小　　計

（２）研修会の開催

費
目

小　　計

費
目

事　業　内　容
金 額 (円)

備考（経費の内訳及び経費の必要性）
事業費 うち補助金申請額

（１）検討会の開催
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（注）１　内訳には、事業費全体について、各費目の単価、回数等を記載してください。
　　　２　小計欄には各取組事項に要する経費、合計欄には全取組事項に要する経費を記入してください。
　　　３　金額は、第３の１及び２の金額と整合がとれているか必ず確認してください。
　　　４　謝金、賃金等については、その単価等の設定根拠となる資料を添付してください。
　　　５　事業の一部を委託する場合は、その委託契約書（案）（又は写し）を添付してください。
　　　６　その他農産局長が必要と認める資料を添付してください。

(参考）
専門用語の説明

合　　　　　計

用　　語 説　　　　　明

小　　計

（３）研修会受講の成果の確認

費
目
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別添１－３（第３の１関係） 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際

水準ＧＡＰガイドライン普及促進）実施状況報告書 

 

 

                                                             番   号 

 年 月 日 

 

      農林水産省農産局長 殿 

 

 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第６の１の規定に基づ

き、別添のとおり報告する。 

 

 

 

（注）１ 関係資料として、別添１－２（事業実施状況報告書）を添付すること。  

２ 成果目標の達成に向けた取組状況を添付すること。 
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別添１－４（第３の２関係） 

番   号 

年 月 日 

 

  農林水産省農産局長 殿 

 

 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際

水準ＧＡＰガイドライン普及促進）の評価報告 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第７の１の規定に基づ

き、別添のとおり報告する。 

 

 

（注）１ 関係資料として、別添１－５（事業評価シート）を添付すること。 

   ２ 必要に応じて別添１－２（事業実施状況報告書）を添付すること。 
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別添１－５（第３の２関係） 

 

ＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進）に関する事業評価シ

ート 

 

事業実施主体名  

事業の実施期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

１ 事業の目的及び取組内容 

 

 

 

 

 

２ 成果目標の達成状況 

 

成果目標 

 

 

 

 

 

成果目標の達成状況 

 

 

 

 

 

成果目標の達成状況

についての評価 

 

 

 

 

 

 

事業の実施による効

果についての評価 

 

 

 

 

 

 

事業計画の妥当性に

ついての評価 

 

 

 

 

 

 

事業執行の適正性に

ついての評価 
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別添１－６（第４の１関係） 

番   号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 殿

所在地

団体名

代表者氏名

持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰガ

イドライン普及促進）収益状況報告書

 年 月 日付け  第  号をもって補助金の交付決定の通知があった持続的生産強

化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰガイドライン普及促進）に

関する令和 年度の収益の状況について、持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４

月１日付け３農産第 3175 号農林水産省農産局長、令和４年４年１付け３畜産第 1993 号畜

産局長通知）別紙８のⅡの第４の１の規定に基づき、別添のとおり報告します。 

（別添） 

１ 事業の内容 

２ 補助事業に係る成果の企業化による収益の累計額 

円 

３ 企業化に係る費用の総額 

円 

４ 企業化利用割合 

％ 

５ 補助金の確定額 ○年○月○日付け○農産第○号確定

 円 

６ 前年度までの収益納付額 

円 

７ 本年度収益納付額 

円 

（算定根拠） 

  （注）収益計画書等を添付すること。 
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Ⅱ 国際水準ＧＡＰを実践する農業者と実需者のマッチングの促進 

 

第１ 事業の内容 

 １ 取組内容 

   本事業は、ＧＡＰ農産物の取引量を拡大するため、国際水準ＧＡＰに取り組む農業

者（以下「ＧＡＰ農業者」という。）と卸、小売、飲食業、食品加工業等の実需者の

間の新たな取引関係の構築や維持（以下「マッチング」という。）に必要なウェブサ

イトの構築を支援する。 

 （１）実需者向けの農業者情報等の収集・整理 

    ＧＡＰ農業者の了承を得て、実需者が必要とするＧＡＰ農業者の情報（氏名、栽

培品目、生産量、収穫予定時期、コメント等）を収集し、整理する。また、ウェ

ブサイト用として、主に実需者向けに、国際水準ＧＡＰに基づく営農の取組の重

要性を説明するページを作成する。 

 （２）マッチング用ウェブサイトの構築・運営 

    （１）で整理した情報をもとに、ＧＡＰ農業者等の別に情報が整理された、実需

者とのマッチングに係るウェブサイトを新たに構築し、実需者に対してそのこと

を周知し、情報提供を希望する実需者向け運営を行う。 

 ２ 補助要件 

 （１）事業実施主体は、本事業を実施するに当たっては、次に掲げる全ての要件を満た

していなければならないものとする。 

   ア 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有

し、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、終始決算書等（これらの定

めのない団体にあっては、これに準ずるもの）を備えていること。 

   イ 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、

責任を持つことができる者であること。 

   ウ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員または支店も敷くは営業所（常時契約を締結する事務所

をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関

与している者をいう。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６項に規定する暴力団員をいう。）

を含むいわゆる反社会的勢力に属していないこと。 

   エ 事業により得られた成果について、その権利を制限せず、公益の利用に供する

ことを認めること。 

 （２）本要領別表１の８（１）イに掲げる協議会とは、第１の１の取組の全部又は一部

を行う能力を有する者で構成されるものであって、事業の事務手続を適正かつ

効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の主織方

法及びその責任者、財務管理の方法、内部監査の方法等を明確にした協議会の

運営等に係る規約が定められていることを要するものとする。 

 （３）事業の内容が成果目標の基準を満たしていること。 

 

 ３ 成果目標の設定 

 （１）成果目標 
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    マッチング用ウェブサイトを作成及び公開し、当該ウェブサイトに自らのＧＡＰ

農産物の生産等に係る情報を掲載する農業者数が５００件以上、閲覧数が１０，０

００件以上。 

 （２）目標年度 

（１）に掲げる成果目標の達成に係る目標年度は、事業実施年度の翌年度末と

する。 

 ４ 審査基準 

   本要領別表４の２の審査基準の評価項目以下のとおりとする。 

 （１）ＧＡＰに関する理解度、実需者向けの農業者情報等（コンテンツ）の収集・整理 

   ア ＧＡＰの取組内容、ＧＡＰ認証の運用形態について理解しているか。 

   イ 国のＧＡＰ関連施策について理解しているか。 

   ウ ＧＡＰを推進していく上で、実需者が果たすべき役割が重要であることを理解

しているか。 

   エ ウェブサイトに載せる、実需者が必要とするＧＡＰ農業者の情報等を収集・整

理する方法が具体的に提案されており、それは提案者の能力に鑑みて実現可能な

ものか。 

   オ 実需者に対して、国際水準ＧＡＰに基づく営農の重要性を説明するための知見

を有しているか。 

 （２）マッチング用ウェブサイトの構築・運営 

   ア 現在又は過去にウェブサイトの作成又は運営の実績があるか。 

   イ 直感的にわかりやすい、見やすいウェブサイトとなるような工夫がされている

か。 

   ウ ウェブサイトの作成及び運営に係る費用を抑える工夫がされているか。 

   エ ウェブサイトの閲覧数を増やすため、ウェブサイト自体に工夫がされている

か。 

   オ ウェブサイトの閲覧数を増やすため、ウェブサイトを活用する実需者との関係

づくりが具体的に提案されているか。 

 

第２ 事業実施計画等 

 １ 事業実施計画の作成等 

事業実施主体は、本要領本体第５の１に基づき、別添２－１により事業実施計画を

作成し、交付申請書に添えて農産局長に提出するものとする。 

 ２ 事業の承認 

農産局長は、提出された事業実施計画の適否を審査し、適当と認める場合は交付決

定により事業実施計画を承認するものとする。 

 

第３ 点検評価等 

 １ 事業実施状況の報告 

事業実施主体は、本要領本体第６の１に基づき、別添２－３により事業実施報告書

を作成し、農産局長に報告するものとする。 

 ２ 事業の評価 

事業実施主体は、本要領本体第７の１の（１）に基づき、別添２－４により自己評
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価を行い、農産局長に提出するものとする。 

       

第４ その他 

 １ 収益納付 

（１）事業実施主体は、事業成果の実用化等により相当の利益を得たと認められる場合

には、別添２－６により、年間の収益の状況を記載した収益状況報告書を、本事業

の終了年度の翌年度から起算して３年間、事業成果の実用化等により相当の利益を

得たと認められる事項のあった年度の翌年度の６月末日までに農産局長に報告す

るものとする。 

（２）農産局長は、（１）の報告書に基づき、事業実施主体が相当の収益を得たと認め

る場合には、会計年度の収益額に、事業の実施に要する経費として交付された補助

金額の総額を当該事業に関連して支出された費用総額で除して得た率を乗じた金

額について、事業実施主体に納付を命じるものとする。 

（３）収益を納付すべき期間は、本事業の終了年度の翌年度から起算して３年間とする。

ただし、納付を命じることができる額の合計額は、事業の実施に要した経費として

確定した補助金の額を限度とする。 

２ 管理運営 

農産局長は、関係書類の整備等において、適切な措置を講ずるよう、事業実施主体

を十分に指導監督するとともに、事業の実施に必要な資料の提供を求めることができ

るものとする。 
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別添２－１（第２の１関係） 

番   号  

年 月 日  

 

  農林水産省農産局長  殿 

 

 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際

水準ＧＡＰを実践する農業者と実需者のマッチングの促進）事業実施計画の

（変更）提出について 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第５の１に基づき、関

係書類を添えて（変更）提出する。  

 

 

 

（注）関係資料として、別添２－２（事業実施計画書）を添付すること。 
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別添２－２（第２の１関係） 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰを

実践する農業者と実需者のマッチングの促進）事業実施計画書（実施状況報告書） ○年

度 

 

 

第１ 事業実施主体 

 １ 事業実施主体名及び代表者名 

   （注：協議会形式の場合、構成員の組織等の名称も記載すること。） 

 

 ２ 事業実施担当者 

   氏名： 

   所属部署： 

   職名： 

   電話番号: 

   メールアドレス： 

 

 ３ 事業会計担当者 

   氏名： 

   所属部署： 

   職名： 

   電話番号： 

   メールアドレス： 

 

４ 事業実施体制 

 （注；連携・協力体制、役割分担、事業の進行管理などの体制の方針を記載。フロー

図等を添付しても可） 

 

 

５ ＧＡＰに関する理解度 

 （１）国内におけるＧＡＰの状況 

   （注：事業実施主体が把握している、国のＧＡＰに関する施策や国内のＧＡＰに

関する状況、ＧＡＰ認証の仕組み等を具体的に記載すること） 

 

 

 

 （２）ＧＡＰの取組内容 

    （注：事業実施主体が把握している、ＧＡＰの取組内容について具体的に記載

すること。） 
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第２ 事業の実施の詳細 
１ 事業全体の実施スケジュール 

実施時期 取組内容 
（○年）  
   月  
   月  
   月  
   月  
   月  
   月  

   （注：適宜、行を追加すること） 

 

 ２ 事業の内容 

 （１）実需者向けの農業者情報等の収集・整理 

   （注：情報等の収集、整理の方法について記載すること） 

 

 

 

 

 

 （２）マッチング用ウェブサイトの構築・運営 

   （注：ウェブサイトの構築、運営の方法について記載すること） 

 

 

 

 

 

第３ 事業実施経費 

事業内容等 事業費（円） 
負担区分（円） 

備考 
国庫補助金 事業実施主体 

 
（１）実需者
向けの農業
者情報等の
収集・整理  
 
 
 
 
小計 
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（２）マッチ
ング用ウェ
ブサイトの
構築・運営 
 
 
 
 
 
小計 

    

合計     

 （注）１ 備考の欄には、各費目の単価や回数等を記載すること。 
    ２ 謝金、賃金等については、その単価当の設定根拠となる資料を添付すること。 
    ３ 事業の一部を委託する場合は、その委託契約書（案）（又は写し）を添付す

ること。 
    ４ その他、農産局等が必要と認める資料を添付すること。 
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別添２－３（第３の１関係） 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際

水準ＧＡＰを実践する農業者と実需者のマッチングの促進）実施状況報告書 

 

 

                                                             番   号 

 年 月 日 

 

      農林水産省農産局長 殿 

 

 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第６の１の規定に基づ

き、別添のとおり報告する。 

 

 

 

（注）１ 関係資料として、別添２－２（事業実施状況報告書）を添付すること。  

２ 成果目標の達成に向けた取組状況を添付すること。 
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別添２－４（第３の２関係） 

番   号 

年 月 日 

 

  農林水産省農産局長 殿 

 

 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際

水準ＧＡＰを実践する農業者と実需者のマッチングの促進）の評価報告 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第７の１の規定に基づ

き、別添のとおり報告する。 

 

 

（注）１ 関係資料として、別添２－５（事業評価シート）を添付すること。 

   ２ 必要に応じて別添２－２（事業実施状況報告書）を添付すること。 
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別添２－５（第３の２関係） 

 

ＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰを実践する農業者と実需者のマッチングの促

進）に関する事業評価シート 

 

事業実施主体名  

事業の実施期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

１ 事業の目的及び取組内容 

 

 

 

 

 

２ 成果目標の達成状況 

 

成果目標 

 

 

 

 

 

成果目標の達成状況 

 

 

 

 

 

成果目標の達成状況

についての評価 

 

 

 

 

 

 

事業の実施による効

果についての評価 

 

 

 

 

 

 

事業計画の妥当性に

ついての評価 

 

 

 

 

 

 

事業執行の適正性に

ついての評価 
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別添２－６（第４の１関係） 

 

番   号 

年 月 日 

                                                 

 農林水産省農産局長 殿                             

    

                                                 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名           

 

 

 

持続的生産強化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰを

実践する農業者と実需者のマッチングの促進）収益状況報告書 

 

  年 月 日付け  第  号をもって補助金の交付決定の通知があった持続的生産強

化対策事業のうちＧＡＰ拡大推進加速化事業（国際水準ＧＡＰを実践する農業者と実需者

のマッチングの促進）に関する令和 年度の収益の状況について、持続的生産強化対策事

業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省農産局長、令和４年４月１

日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）別紙８のⅡの第４の１の規定に基づき、別添のとお

り報告します。 

 

（別添） 

    １ 事業の内容 

   

    ２ 補助事業に係る成果の企業化による収益の累計額 

                                円 

    ３ 企業化に係る費用の総額 

                                円 

    ４ 企業化利用割合 

                                ％ 

    ５ 補助金の確定額  ○年○月○日付け○農産第○号確定            

                                                                円 

        ６ 前年度までの収益納付額  

                                円 

        ７ 本年度収益納付額 

                                円  

  

（算定根拠） 

 

 

  （注）収益計画書等を添付すること。 
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Ⅲ 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化 

 

第１ 事業の内容 

１ 取組内容 

本事業においては、畜産ＧＡＰの認証取得経営体数の増加、国産畜産物に対する評

価の向上等に向けて、畜産ＧＡＰの認証取得、推進等の取組を支援するため、別添３

－１に従って、以下の取組を行うものとする。 

なお、事業実施主体は、以下の取組のうちの一部のみを実施することもできるもの

とする。 

また、事業実施主体は、事業を効果的に実施するために必要と認められる場合に限

り、事業の一部を他の民間団体に委託することができるものとする。 

（１）畜産ＧＡＰ認証審査支援 

畜産ＧＡＰの認証取得の拡大を図るため、審査を行う者の育成に必要な畜産ＧＡ

Ｐに関する専門知識に関する研修会、審査機関の増設、農業者向け自己点検システ

ムの維持・改修等認証機関による認証取得の推進に必要な取組を行う。 

 （２）畜産ＧＡＰ認証拡大支援 

畜産ＧＡＰの認証の高度化により取得を拡大するため、他の認証スキームとの差

分審査の検討、畜産ＧＡＰの国際規格化に向けた情報収集、実需者・消費者のＧＡ

Ｐ認知度向上のためのＰＲ等の取組を行う。 

（３）持続可能性配慮型飼養管理推進 

持続可能性に配慮した家畜の飼養管理への取組を推進するため、次の取組を行

う。 

ア 持続可能性配慮型飼養管理推進等 

国内における飼養管理や畜産物の流通等の実態の調査、多様な飼養形態におけ

るＡＷ向上に関する科学的知見の収集、国際機関や諸外国等におけるＡＷに関す

る検討・実施状況の調査、畜種ごとのＡＷに配慮した飼養管理の普及推進のため

の検討及び検討の結果を踏まえた事業成果報告書の作成等を行う。 

イ 持続可能性配慮型飼養管理普及等 

我が国におけるＡＷに配慮した飼養管理を普及・啓発するため、研修会等の開

催、パンフレットの作成・配布及び飼養管理の指導等を行う。 

   ウ 持続可能性配慮型飼養管理に係る取組の実施率向上に向けた取組 

   畜種ごとのＡＷに配慮した取組の技術的な改善を行うため、改善事例や当該畜

産物の流通等の実態調査、検討会の開催、改善マニュアルの作成等を行う。 

２ 補助要件 

（１）事業実施主体は、本事業を実施するに当たっては、次に掲げる全ての要件を満た

していなければならないものとする。 

ア 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有

し、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等（これらの定め

のない団体にあっては、これに準ずるもの）を備えていること。 

イ 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、

責任を持つことができる者であること。 

ウ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、
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法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与して

いる者をいう。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこ

と。 

（２）本要領別表１の８（２）に掲げる協議会とは、第１の１の取組の全部又は一部を

行う能力を有する者で構成されるものであって、事業の事務手続を適正かつ効率的

に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその

責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規

約が定められていることを要するものとする。 

（３）事業の内容が成果目標の基準を満たしていること。 

３ 成果目標の設定 

（１）成果目標 

全国でのべ 1150 経営体（団体認証の場合は、当該団体を構成する経営体数を計上

するものとする。）以上の認証取得を実現するため、実施する取組に応じ、畜産Ｇ

ＡＰ又はＡＷに関する理解向上や、畜産ＧＡＰ認証取得経営体数の増加など、具体

的な成果目標を事業実施主体が設定することとする。 

（２）目標年度 

（１）に掲げる成果目標の達成に係る目標年度は、事業実施年度の翌年度とする。 

４ 審査基準 

本要領別表３の２の審査基準の評価項目は以下のとおりとする。 

（１）畜産ＧＡＰ及び我が国におけるＡＷに関する理解 

ア ＧＡＰ及びＡＷに関係する国際的な動向について理解しているか。 

イ 国のＧＡＰ及びＡＷ関連施策について理解しているか。 

ウ 畜産ＧＡＰ及びＡＷをめぐる状況について理解しているか。 

エ JGAP 家畜・畜産物の認証制度について理解しているか。 

オ JGAP 家畜・畜産物の認証取得状況について理解しているか。 

（２）畜産ＧＡＰ及び我が国におけるＡＷに配慮した飼養管理の普及推進に向けた理解 

ア 畜産ＧＡＰ及びＡＷに配慮した飼養管理を普及推進する必要性について理解

しているか。 

イ 過去に畜産ＧＡＰ及びＡＷに関連する取組を行ったことがあるか。 

ウ 畜産ＧＡＰ及びＡＷに配慮した飼養管理の普及推進に向けて、課題が具体的に

整理されているか。 

エ 畜産ＧＡＰ及びＡＷに配慮した飼養管理の普及推進に向けた具体的な成果目

標が設定されているか。 

オ 畜産の生産現場の実態を把握しているか。 

 

第２ 事業実施計画等 

 １ 事業実施計画の作成等 

事業実施主体は、本要領本体第５の１に基づき、別添３－２により事業実施計画を

作成し、交付申請書に添えて畜産局長に提出するものとする。 

 ２ 事業の承認 
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畜産局長は、提出された事業実施計画の適否を審査し、適当と認める場合は交付決

定により事業実施計画を承認するものとする。 

 

第３ 点検評価等 

 １ 事業実施状況の報告 

事業実施主体は、本要領本体第６の１に基づき、別添３－４により事業実施報告書

を作成し、畜産局長に報告するものとする。 

 ２ 事業の評価 

（１）事業実施主体は、本要領本体第７の１（１）に基づき、別添３－５により自己評

価を行い、畜産局長に提出するものとする。 

 （２）本要領本体第７の１（２）に基づく評価所見は、同項の規定に関わらず、別添３

－７に記入するものとする。 

       

第４ その他 

 １ 収益納付 

（１）事業実施主体は、事業成果の実用化等により相当の利益を得たと認められる場合

には、別添３－８により、年間の収益の状況を記載した収益状況報告書を、本事業

の終了年度の翌年度から起算して３年間、報告に係る年度の翌年度の６月末日まで

に畜産局長に報告するものとする。 

なお、畜産局長は、特に必要と認める場合にあっては、報告を求める期間を延長

することができるものとする。 

（２）畜産局長は、（１）の報告書に基づき、事業実施主体が相当の収益を得たと認め

る場合には、会計年度の収益額に、事業の実施に要する経費として交付された補助

金額の総額を当該事業に関連して支出された費用総額で除して得た率を乗じた金

額について、事業実施主体に納付を命じるものとする。 

（３）収益を納付すべき期間は、本事業の終了年度の翌年度から起算して３年間とする。 

ただし、納付を命じることができる額の合計額は、事業の実施に要した経費とし

て確定した補助金の額を限度とする。 

なお、畜産局長は、特に必要と認める場合にあっては、納付を求める期間を延長

することができるものとする。 

２ 管理運営 

畜産局長は、関係書類の整備等において、適切な措置を講ずるよう、事業実施主体

を十分に指導監督するとともに、事業の実施に必要な資料の提供を求めることができ

るものとする。 
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別添３－１ 

 

ＧＡＰ拡大推進加速化（畜産ＧＡＰ拡大推進加速化）の実施に当たってのガイドライン 

 

 事業実施主体は、本事業を実施する場合には、以下のガイドラインによるものとする。 

 

１ 総則 

（１）本事業の補助対象経費は、本要領別表１の８（２）の補助対象経費の範囲のうち、

本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分でき、かつ、証

拠書類によって金額等が確認できるものとする。 

（２）申請できない経費 

事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は申請できないものとする。 

ア 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費 

イ 事業支援者等に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間に応じて支払う

経費以外の経費（雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナスその他

の各種手当。） 

ウ 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

エ 事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品の購入経費 

オ その他当該事業の実施に直接関連のない経費 

カ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108

号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金

額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。） 

キ 支払いが翌年度となる経費（賃金など前月分の実績を元に、支払いが翌月に発

生する経費を除く。） 

（３）国の他の補助事業により支援を受け、又は受ける予定となっている取組について

は、本事業の補助の対象外とする。 

２ 畜産ＧＡＰ認証審査支援（別紙８のⅢの第１の１（１）） 

（１）畜産ＧＡＰ審査体制の充実のための研修会に係る支援対象者の要件 

本事業の完了後１年以内に、畜産ＧＡＰ認証の審査を行う団体、法人等との間で契

約を結ぶ等して、畜産ＧＡＰ認証の審査活動に従事する意欲がある者とする。 

（２）畜産ＧＡＰ審査機関の増設に係る支援対象者の要件 

 本事業の実施期間中に畜産ＧＡＰ認証機関として認定取得の準備を進めることが確

実である機関とする。 

３ 持続可能性配慮型飼養管理に係る取組の実施率向上に向けた取組に関する支援対象者

の要件（別紙８のⅢの第１の１の（３）のウの取組を行う場合に限る。） 

  我が国におけるＡＷに配慮した飼養管理の実施率向上のため、畜種ごとに農業者に対

して当該飼養管理を指導する体制が整っている者とする。 
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 別添３－２（第２の１関係） 

番   号  

年 月 日 

農林水産省畜産局長 殿 

所在地 

団体名 

代表者氏名 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化実施計画

の（変更）提出について 

令和○○年度において、持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化（○

○○○）を実施したいので、持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３

農産第 3175 号農林水産省農産局長、令和４年４年１付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）

第５の１に基づき、関係書類を添えて（変更）提出する。 

１  関係書類として別添３－３（事業実施計画）を添付すること。 

２ （○○○○）には、持続的生産強化対策事業推進費補助金等交付等要綱（令和

４年４月１日付け３農産第 3174 号農林水産事務次官依命通知）別表１の８

（２）のいずれかの事業名を記入すること。

32



 

 

別添３－３（事業実施計画）（第２の１関係） 
 
第１ 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化 
 １  総括表 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

 

 

 

事業名
 

  

 

 

事業内容 

 

事業

量
 

   

 

単価
 

 

 

 

事業

費
 

 

 

負担区分 

 

事業の委託
 

 

 

 

備考
 

 

 

 
活 

動等 

 
対象

(者、地
域等) 

 
国庫補
助金 

 
事業実
施主体 

 
ア畜産Ｇ

ＡＰ認
証審査
支援 

 
イ畜産Ｇ

ＡＰ認
証拡大
支援 

 
ウ持続可

能性配
慮型飼
養管理
推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    円 
 

 

 

 

 
千円 
 

 

 

 

 
  千円 
 

 

 

 

 
   千円 
 

 

 

 

 
(1)委託先 
(2)委託する 

事業の内
容及びそ
れに要す
る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合計          

 
          
          

           
 
 
 ２ 事業の目的 
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２ 事業の内容 
ア 畜産ＧＡＰ認証審査支援 

  ａ 畜産ＧＡＰ審査員育成の研修会の開催 
 

研修会名 
 

開催時期及び場所 
 

参加者数 
 

備考 
    

 
ｂ 畜産ＧＡＰ審査員力量向上のための研修会の開催 

 
研修会名 

 
開催時期及び場所 

 
参加者数 

 
備考 

    
    研修会の形態は、原則オンライン方式と対面方式を組み合わせたハイブリット方

式とするが、対面方式のみの場合はその理由を備考欄へ記載。 
 
  ｃ 畜産ＧＡＰ審査機関の増設 

 
検討会・研修会名 

 
開催時期及び場所 

 
参加者数 

 
備考 

    
    審査機関受審の申請予定時期：令和 年 月、審査機関登録見込み時期： 

令和 年 月 
 
 
  ｄ 農業者向け自己点検システム維持・改修 

 
機器名 

 
対象数 

 
内容 

 
備考 

    
 
  イ 畜産ＧＡＰ認証拡大支援 

  ａ 他の認証スキームとの差分審査の検討 
 

内容 
 

備考 
  

   
  ｂ 畜産ＧＡＰの国際規格化に向けた情報収集、ＰＲ等 

 
内容 

 
備考 

  
 

ｃ 実需者・消費者のＧＡＰ認知度向上のための検討等 
 

内容 
 

備考 
  

 
ウ 持続可能性配慮型飼養管理推進 
ａ 持続可能性配慮型飼養管理推進等 
（ⅰ）国内の飼養管理、流通等の実態調査 

 
調査場所 

 
調査時期 

 
調査員数 

 
調査内容 

 
備考 

     
       

（ⅱ）多様な飼養管理形態におけるＡＷ向上に関する科学的知見の収集 
 

調査場所 
 

調査時期 
 

調査員数 
 

調査内容 
 

備考 
     

34



 

 

       
（ⅲ）諸外国におけるＡＷに関する実態調査 

 
調査場所 

 
調査時期 

 
調査員数 

 
調査内容 

 
備考 

     
 

（ⅳ）普及推進協議会の開催 
 

検討会名 
 

開催時期及び場所 
 

参加者数及び参集範囲 
 

内容 
 

備考 
     

 
（ⅴ）事業成果報告書の作成・配布 

 
部数 

 
配布先 

 
備考 

   
 

ｂ 持続可能性配慮型飼養管理普及等 
（ⅰ）研修会の開催 

 
研修会名 

 
開催時期及び場所 

 
参加者数及び参集範囲 

 
内容 

 
備考 

     
 

（ⅱ）普及・啓発セミナーの開催 
 

普及・セミナー名 
 

開催時期及び場所 
 

参加者数及び参集範囲 
 

内容 
 

備考 
     
 
（ⅱ）パンフレット等の作成・配布 

 
部数 

 
配布先 

 
備考 

   
 

（ⅲ）飼養管理の指導 
 

実施時期及び場所 
 

内容 
 

備考 
   

 
ｃ 持続可能性配慮型飼養管理に係る取組の実施率向上に向けた取組 
（ⅰ）飼養管理の改善事例、当該畜産物の流通等の実態調査 

 
調査場所 

 
調査時期 

 
調査員数 

 
調査内容 

 
備考 

     
       

（ⅱ）検討会（手法の検討・実施）の開催 
 

検討会名 
 

開催時期及び場所 
 

参加者数及び参集範囲 
 

内容 
 

備考 
     

 
（ⅲ）マニュアル作成のための検討会 

 
検討会名 

 
開催時期及び場所 

 
参加者数及び参集範囲 

 
内容 

 
マニュアル配布部数 

 
備考 
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   （ⅳ）現地指導その他ＡＷに配慮した飼養管理の実施率向上のための取組 
 

実施時期及び場所 
 

内容 
 

備考 
   

 
第３ 成果目標 
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別添３－４（第３の１関係） 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化実施状

況報告書 

 

 

番   号  

年 月 日  

 

  農林水産省畜産局長  殿 
 

 

                                          所在地 

                       団体名 

                                       代表者氏名     

 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け第３農産 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第６の規定に基づき、別

添のとおり報告する。 

 

 

                                          

 

    （事業実施計画に準じて作成する。）  
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別添３－５（第３の２（１）関係） 

 

番   号  

年 月 日  

 

  農林水産省畜産局長  殿 
 

 

     所在地 

     団体名 

代表者氏名           

 

 

 

   令和５年度持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化（○○○

○）の評価報告 

 

  

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省

農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第７の１の規定に基づ

き、別添のとおり報告する。 

 

 

                                          

      １ （○○○○）には、持続的生産強化対策事業推進費補助金等交付等要綱（令和

４年４月１日付け３農産第 3174 号農林水産事務次官依命通知）別表１の８（２）

のいずれかの事業名を記入すること。 

     ２  成果目標の具体的な内容、その達成状況等についての資料及び別添３－６（事

業評価シート）を添付すること。 
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別添３－６（第３の２（１）関係） 

 

畜産ＧＡＰ拡大推進加速化（○○○○）に関する事業評価シート 

 

事業実施主体名  

事業の実施期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

１ 事業の目的及び取組内容 

 

 

 

 

 

２ 成果目標の達成状況 

 

成果目標 

 

 

 

 

 

成果目標の達成状況 

 

 

 

 

 

成果目標の達成状況

についての評価 

 

 

 

 

 

 

事業の実施による効

果についての評価 

 

 

 

事業計画の妥当性に

ついての評価 

 

 

 

事業執行の適正性に

ついての評価 
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別添３－７（第３の２（２）関係） 

 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうち 

畜産ＧＡＰ拡大推進加速化（○○○○）に関する事業評価票 

 

 

  事業実施主体名  

 

  事業の概要 

 

 

 

 

  成果目標の 

 具体的内容 

 

 

 

 

  成果目標の 

 達成状況 

 

 

 

 

  総合評価 

 

 

 

  Ａ ： 計画以上の成果が見られる 

 Ｂ ： 計画どおりの成果が見られる 

 Ｃ ： 計画どおりの成果が見られない 

 

 

  総合所見 
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別添３－８（第４の１関係） 

 

令和５年度持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化（○○○

○）収益状況報告書 

 

番   号  

年 月 日  

 
  農林水産省畜産局長  殿 
 

 

  

     所在地 

     団体名 

                     代表者氏名         

 

令和○年○月○日付け○○○第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった令和５年

度持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化収益状況について、持続的生

産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水産省農産局長、令

和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）別紙８のⅤの第４の１の規定に基づ

き、別添のとおり報告する。 

 

（別添） 

    １ 事業の内容 

   

    ２ 補助事業に係る成果の企業化による収益の累計額 

                                円 

    ３ 企業化に係る費用の総額 

                                円 

    ４ 企業化利用割合 

                                ％ 

    ５ 補助金の確定額  ○年○月○日付け○生畜第○号確定            

                                                                円 

        ６ 前年度までの収益納付額  

                                円 

        ７ 本年度収益納付額 

                                円  

 

 （算定根拠） 

 

  （注）収益計画書等を添付すること。 
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Ⅳ 国際水準ＧＡＰ普及推進交付金 

 

第１ 事業の内容 

 １ 定義 

   本事業における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）ＧＡＰ 

ＧＡＰとは、国際水準ＧＡＰガイドライン（令和４年３月８日付け３農産第 3417

号農林水産省農産局長通知）に定める取組のことをいう。 

（２）国際水準ＧＡＰの実施 

国際水準ＧＡＰの実施とは、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護及び農場

経営管理の５分野を満たした国際水準ＧＡＰについて、十分な知識・知見を有する

指導者による指導、研修等を通じて理解した上で、その理解に基づき、実施するこ

とをいう。 

（３）ＧＡＰ指導員 

ＧＡＰ指導員とは、農業者に対する国際水準ＧＡＰの実施に関する指導を行うた

めに必要な高い水準の知識を習得するための研修（国際水準ＧＡＰガイドラインの

内容の習熟を目的とした研修を含む。）を受講するとともに、国際水準ＧＡＰの実

施に向けた指導実績を３件以上有する者をいう。 

（４）ＧＡＰ指導体制 

ＧＡＰ指導体制とは、農業者のＧＡＰに対する理解を促し、ＧＡＰの実施又は認

証取得の促進を目的として、ＧＡＰ指導員による指導・助言等の活動を推進する体

制のことをいう。 

（５）ＧＡＰ認証 

本交付金において取得・維持・更新（以下「取得等」という。）の支援対象とす

るＧＡＰ認証は、GLOBALG.A.P.、ASIAGAP 及び JGAP のうち、農産（花き等の非食用

の作物を含む。）に限り、畜産は含まないものとする。 

 ２ 取組内容 

 （１）本交付金の目的は以下のとおりとする。 

   ア 国際水準ＧＡＰに係る指導活動の推進 

   イ 人材育成のための農業教育機関における認証の取得等支援 

   ウ 環境負荷低減に取り組む団体の認証取得支援 

   エ 国際水準ＧＡＰを実践する農業者向けＧＡＰ農産物の需要拡大セミナーの開催 

   オ 国際水準ＧＡＰを実践する農業者による商談会への出展の支援 

 （２）（１）の目的を達成するための具体的な目標値、事業メニュー及びその内容、目

標値設定に当たっての根拠及び留意事項並びに交付率は、別添４－１のとおりとす

る。 

    なお、別添４－１の事業メニュー及びその内容の欄に掲げる取組は、別添４－２

に従って実施するものとする。 

また、次のア及びイに掲げる事項を実施する場合には、当該ア及びイに定める点

に留意するものとする。 

ア 検討会等の開催 

経費には、旅費、謝金及び資料作成費等（検討会等を開催する上で真に必要な
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ものに限る。）を含むものとする。 

イ 研修会等の開催 

研修会等の開催に当たり、参加者から参加費用を徴収する場合には、徴収した

額と交付金との合計額が開催経費を上回ってはならない。 

 ３ 成果目標の設定 

本要領本体第２の成果目標は、別添４－１の目標値の欄に掲げる目標とし、目標ご

とに事業終了時に達成すべき具体的な目標値を設定するものとする。 

 

第２ 事業実施計画等 

 １ 事業実施計画の作成等 

事業実施主体は、本要領本体第５の１に基づき別添４－４により事業実施計画を作

成し、地方農政局長（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣

府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。）へ交付申請書に添えて提出するものとする。 

２ 事業実施計画の審査及び承認 

 （１）地方農政局長は、１の事業実施計画について、当該事業実施主体等の取組状況を

勘案し、目標値の設定の妥当性及びその達成の可能性に関する審査を行う。 

 （２）地方農政局長は、（１）の審査を行った上で、交付決定により事業実施計画を承

認するものとする。 

 ３ 事業実施計画の変更 

（１）本交付金の交付を受けた事業実施主体は、目標値の達成に資する場合には、交付

金額の範囲内で、事業実施計画の内容を変更することができるものとする。 

（２）本要領本体第５の１に規定する事業実施計画の重要な変更は、交付等要綱別表１

のⅡの２（１）に基づくほか、「目標値の変更」とする。 

（３）地方農政局長は、交付等要綱第 13 の重要な変更に係る手続を行う場合には、必要

に応じ、事業実施主体に対し意見を述べることができるものとする。 

３ 事業実施計画に係る指導 

地方農政局長は、事業実施主体に対し、本交付金で実施する内容が本事業の目的や

推進方向に鑑み適切なものとなるよう、指導を行うものとする。 

 

第３ 点検評価等 

 １ 事業実施状況の報告 

事業実施主体は、次の（１）から（４）までに掲げる時点における事業の進捗状況

を取りまとめ、（１）から（３）までについては当該時点から１か月以内に、（４）

については地方農政局が別途指定する日までに、電子ファイルにより、地方農政局に

報告するものとする。 

（１）７月末時点 

（２）12 月末時点 

（３）３月末時点 

（４）必要に応じて、地方農政局が指定する時点 

 ２ 事業の評価 

   本要領本体第７の２に基づく事業の評価は、次のとおりとする。 

（１）事業実施主体は、成果目標の達成状況について、別添４－６により成果及び評価
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報告書を作成し、自己評価を行い、事業実施年度の翌年度の６月末までに、地方農

政局長に報告するものとする。 

（２）（１）の事業評価の報告を受けた場合には、遅滞なく、地方農政局においてその

内容について点検評価し、その結果を踏まえた評価所見を記入するものとする。 

（３）農産局は、地方農政局の点検評価結果を取りまとめ、本要領本体第７の１（３）

に定める評価検討委員会（以下「評価検討委員会」という。）に諮るものとし、地

方農政局長は、当該委員会の意見を踏まえ、 終的な評価結果を取りまとめるもの

とする。 

この場合において、評価検討委員会が意見聴取を行うときは、地方農政局長は必

要に応じて、事業実施主体に指示して、事業の取組内容を評価検討委員会に説明さ

せることができるものとする。 

（４）地方農政局長は、（３）により取りまとめられた 終的な評価結果を公表するも

のとする。 

（５）地方農政局は、（２）の点検評価の結果、成果目標が達成されていないと判断す

る場合には、当該事業実施主体に対し、目標達成に向けて取り組むよう指導及び助

言を行い、別添４－７により速やかに改善計画を提出させるものとする。 

ただし、以下に該当する場合にあっては事業実施主体から成果目標の変更又は評

価の終了の改善計画を提出させ、評価検討委員会に諮り、妥当と判断された場合に

あっては成果目標を変更し、又は評価を終了することができることとする。 

なお、成果目標の変更手続は、重要な変更に係る手続に準じて行うものとする。 

また、本ただし書きの規定は、平成 30 年度に実施された農業生産工程管理推進事

業交付金実施要綱（平成 30 年４月１日付け 29 生産第 2347 号農林水産事務次官依

命通知。以下「30 年度交付金実施要綱」という。）に基づく事業の評価に適用する

ことができるものとする。この場合の妥当の判断は、30 年度交付金実施要綱第８の

２に規定する事後評価の実施において行うものとする。 

ア 自然災害等により取組が困難となるような事態が生じている場合 

イ 社会経済情勢の変化により成果目標の達成が困難となるような事態が生じてい

る場合 

（６）（５）の改善計画に基づく取組の再評価については、（１）及び（２）に準じて

行うものとする。 

   なお、事業実施主体は、成果目標の達成状況を改善計画の終期となる年度の翌年

度６月末日までに報告することとする。 

（７）地方農政局は、（５）により指導を行った場合には、その内容を農産局に報告す

るものとする。 

 

第４ その他 

１ 交付金の算定 

 （１）国は、毎年度、予算の範囲内において、（２）により算定する交付金を事業実施

主体に交付するものとする。 

 （２）事業実施主体への本交付金の交付額は、本要領本体第５の１により各事業実施主

体から提出される事業実施計画に記載された目標値等を基に、別添４－８により算

定する。 
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（３）国は、地方農政局長が事業実施主体から提出のあった事業実施計画の重要な変更

を承認した場合において、必要に応じ、交付金の一部若しくは全部を減額し、又は

当該事業実施主体に対し、すでに交付された交付金の一部若しくは全部の返還を求

めることができるものとする。 

（４）国は、（１）による交付金の交付後において予算に残額（以下「予算残額」とい

う。）がある場合、または事業実施主体から交付金の減額又は返還（以下「減額等」

という。）を受けた場合、当該予算残額又は減額等を受けた額について、ほかの事

業実施主体からの要望又は国の方針に基づき、事業実施主体に追加交付することが

できる。 

２ 推進指導 

地方農政局長は、第２の３、第３の２（５）に掲げる指導を行うに当たっては、必

要に応じて学識経験者等第三者の意見を聴くものとする。 
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別添４－１ 本交付金の目的、目標値、事業メニュー及びその内容、目標値設定に当たっての根拠及び留意事項並びに交付率 

目 的 目標値 事業メニュー及びその内容 目標値設定に当たっての根拠及び留意事項 交付率 

 
１  国 際 水 準

Ｇ Ａ Ｐ に 係
る 指 導 活 動
の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２  人 材 育 成

の た め の 農
業 教 育 機 関
の 取 得 等 支
援 

 
 
 
 
 

 
ＧＡＰ指導農業
者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＧＡＰ認証の取
得等経営体数 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１）国際水準ＧＡＰに係る指導活
動の推進 

ＧＡＰ指導員等が、農業者等
に対して行う指導活動を支援す
る。 

 
（２）ＧＡＰ指導員の育成 

ＧＡＰ指導員の育成・充実に必
要な研修会の開催、研修への派遣
等の取組を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  農業教育機関が、人材育成を目

的にＧＡＰ認証を取得等するに
当たって必要な、認証審査に要す
る費用を助成する。 

 
 
 
 
 
 

 
＜根拠となるデータ等＞ 

 当該事業実施主体が定めるＧＡＰの指導体
制に位置付けられる者（以下「ＧＡＰ指導員
等」という。）のリスト及び地区別の指導見込
農業者数を記載したリストを提出するものと
する。 

 
＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 
ア ＧＡＰ指導農業者とは、ＧＡＰ指導員等か

ら、現地指導を含む複数回の国際水準ＧＡＰ
の実施に関する指導を受け、ＧＡＰの取組を
始めた又は取組を改善した者をいう。なお、達
成数のカウントに当たり、当該ＧＡＰ指導を
受けた農業者のＧＡＰ認証取得の有無は問わ
ない。 

 
イ アの指導に当たっては、ＧＡＰ指導員等は

指導の記録を残すものとし、事業実施主体の
求めに応じ、当該記録を開示できるようにし
ておくこととする。 

 
 
＜根拠となるデータ等＞ 

 事業実施年度中に、本事業を活用し、ＧＡＰ
認証の取得等が見込まれる農業教育機関につ
いて、事業実施主体がリストにまとめ、提出す
るものとする。 

 
＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 
  取得等経営体数は、農業教育機関数を実数

でカウントするものとし、事業実施年度中に
ＧＡＰ認証の審査を受審した者に限るものと

 
事業費の定額 
（10／10 以内） 
とする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業費の定額 
（10／10 以内）
とする 
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３  環 境 負 荷

低 減 に 取 り
組 む 団 体 の
認 証 取 得 支
援 

 
 
 
 
 
 
 
４  国 際 水 準

Ｇ Ａ Ｐ を 実
践 す る 農 業
者 向 け Ｇ Ａ
Ｐ 農 産 物 の
需 要 拡 大 セ
ミ ナ ー の 開
催 

 
 
 
５  国 際 水 準

Ｇ Ａ Ｐ を 実
践 す る 農 業
者 に よ る 商
談 会 へ の 出
展の支援  

 
 
 
 

 
 
ＧＡＰ認証の取
得件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＧＡＰ農産物の
需要拡大セミナ
ーの開催数 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＧＡＰ農業者が
参加する商談会
の開催数、参加
数 

 
 
   環境負荷低減に取り組む団

体が、ＧＡＰの団体認証を取得
するにあたって必要な、認証審
査に要する費用を助成する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

国際水準ＧＡＰを実践する
農業者（ＧＡＰ農業者）を対象
に、その生産物であるＧＡＰ農
産物の販路の拡大方法等に係
るセミナーの開催に要する費
用を助成する。 

 
 
 

 
 
ＧＡＰ農業者が実需者にそ

の取組を説明し商談を行う場
としての商談会の開催や、ＧＡ
Ｐ農産物の販売拡大のために
行われる商談会にＧＡＰ農業
者が参加する費用を助成する。

する。 
 
＜根拠となるデータ等＞ 

 事業実施年度中に、本事業を活用し、ＧＡＰ
の団体認証の取得等が見込まれる団体につい
て、事業実施主体がリストにまとめ、提出する
ものとする。 

 
＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 
  取得等経営体数は、団体認証における構成

経営体数をカウントするものとし、事業実施
年度中にＧＡＰ認証の審査を受審した団体に
限るものとする。 

 
＜根拠となるデータ等＞ 

 事業実施年度中に、本事業を活用し、開催し
たＧＡＰ農産物の販路の拡大方法等に係るセ
ミナーについて、事業実施主体がリストにま
とめて、提出するものとする。 

 
＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 
  セミナーの開催数は、ＧＡＰ農産物の需要

の拡大を開催の目的に含むセミナーに限るも
のとする。 

 
＜根拠となるデータ等＞ 
  事業実施年度中に、本事業を活用し、開催し

た商談会、また、ＧＡＰ農業者が参加した商談
会の、商談会名、年月日、参加者数について事
業実施主体がリストにまとめ、提出するもの
とする。 

 
＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 
  商談会の開催数、参加数は、ＧＡＰ農産物の

流通、販売量の拡大を目的に含むものに限る
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別添４－２ 

  

ＧＡＰ拡大推進加速化（国際水準ＧＡＰ普及推進交付金）の実施に 

当たってのガイドライン 

 

 事業実施主体は、目標値の達成のために、本交付金を活用した事業メニューを実施する

場合には、本ガイドラインによるものとする。 

 

１ 国際水準ＧＡＰに係る指導活動の推進に係る取組 

（１）国際水準ＧＡＰに係る指導活動の推進 

ア 事業の目的 

事業実施主体において、ＧＡＰ指導員等による指導活動を推進し、いつでも認証

取得が可能な水準となるよう農業者による国際水準ＧＡＰの実施の定着を図るも

のとする。 

イ 事業の内容 

    事業実施主体が構築したＧＡＰ指導体制の下に、ＧＡＰ指導員等が農業者等（令

和４年度補正事業「ＧＡＰの取組を通じた生産工程管理ツールの活用支援事業」で

生産工程管理ツールの配布を受ける農業者を含む。）に対して行う指導活動を支援

する。 

ウ 事業の対象者の要件 

本事業による活動費用等の支援対象者は、次に掲げる者のうち事業実施主体の

ＧＡＰ指導体制計画に位置付けられる者（ＧＡＰ指導員等）及び指導活動のため一

時的に招聘・派遣する外部専門家とする。 

なお、（ウ）に掲げる者については、自らが所属する機関・組織等に対する指導

活動は補助の対象外とする。 

（ア）普及指導員等の都道府県職員 

（イ）営農指導員等の農業協同組合職員 

（ウ）農業教育機関の教員 

（エ）市町村職員 

（オ）農業者の中で指導的立場の者 

（カ）技術士（農業（農業・食品）部門） 

（キ）その他事業実施主体が指導体制に位置付けることが適当であると考える者 

エ 留意事項 

事業メニューの支援内容は、取組事項別に次に掲げる内容を参考に策定するも

のとする。 

取組事項 費目別の内容例示 備考 

１ ＧＡＰ指導員

等による指導活

動 

２ ＧＡＰ指導体

１ 謝金 

  研修会等の講師謝金等 

２ 調査等旅費 

  都道府県職員の農業者指導、

・指導活動とは、農業者に対す

る国際水準ＧＡＰの実施に関

する指導（ＧＡＰ認証取得の

有無は問わない。）をいう。 
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制検討会の開催 

３ ＧＡＰ指導情

報端末の導入 

４ 国際水準ＧＡ

Ｐガイドライン

研修等の受講 

５ その他農業者

のＧＡＰの実施

に関する指導に

高い効果が期待

される取組 

国際水準ＧＡＰガイドライン研

修等の受講に係る旅費等 

３ 委員旅費 

  関係機関・団体職員等の検討

会の出席、農業者指導、外部専門

家派遣、国際水準ＧＡＰガイド

ライン研修等の受講に係る旅費

等 

４ 研修受講費 

  団体認証取得を目指す農業者

及び団体事務局職員を対象とし

た内部監査員研修の受講料、テ

キスト購入料等 

５ 印刷製本費 

  農業者指導に係る資料作成費

等 

６ 通信・運搬費 

  指導に必要なＩＣＴ端末の通

信料（本事業によりリース導入

した端末に係る分に限る。通信

料には、基本使用料やインター

ネット接続サービス料等の毎月

の固定費用を含む。）や、研修会

等資料の発送費等 

７ 会場借料 

  農業者指導に必要な会場借料

等 

８ 消耗品費 

  農業者指導に必要な消耗品等 

９ 借上費 

  指導に必要なＩＣＴ端末のリ

ース料、システム利用料、初期設

定費用等（端末の購入費用を除

く。） 

10 資料購入費 

  指導参考図書の購入等 

11 情報発信費 

  研修会等のＰＲ資材、広告等 

12 燃料費 

  ＧＡＰ指導員等による現地指

導等のため、自動車で移動する

場合のガソリン代（調査等旅費

又は委員旅費に該当する場合を

除く。） 

13 備品費 

  ＧＡＰの指導活動に直接必要

・指導体制検討会とは、都道府

県の指導方針等を検討するた

めの会議をいう。 

・国際水準ＧＡＰガイドライン

研修とは、国際水準ＧＡＰガ

イドラインに係る内容の習熟

・補完を目的に受講する研修

をいう。 
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な備品等（リース・レンタルを行

うことが困難な場合に限る。） 

※ 費目別の内容例示は一例であり、ここに掲げるもののほか、取組事項を行うた

めに必要な経費を補助対象経費の範囲内で本交付金の対象とできる。ただし、取

組事項５については、事業実施主体において、高い効果が期待されると判断した

理由を整理しておくこと。 

 

（２）ＧＡＰ指導員の育成 

ア 事業の目的 

事業実施主体において、農業者による国際水準ＧＡＰの実施の拡大を推進

するため、国際水準ＧＡＰの実施に係る指導等ができる者（農業者団体等に

おける内部監査又は内部検査を行える者を含む）を育成する。 

     イ 事業内容 

ＧＡＰ指導員の育成・充実に必要な研修会の開催、研修への派遣等の取組

を行う。 

ウ 事業の対象者の要件 

 本事業において、研修費用等の支援を行う対象者は、次に掲げる者のうち、

ＧＡＰを指導できる者とする。 

なお、団体でＧＡＰに取り組む農業者等に対して、内部監査又は内部検査

を行う者を対象に含めることができるものとする。 

（ア）普及指導員等の都道府県職員 

（イ）営農指導員等の農業協同組合職員 

（ウ）農業教育機関（農業大学校、農業高校等）の教員 

（エ）市町村職員 

（オ）農業者の中で指導的立場の者 

（カ）技術士（農業（農業・食品）部門） 

（キ）その他、事業実施主体が指導体制に位置付けることが適当であると考え

る者 

エ 留意事項 

事業メニューの支援内容は、取組事項別に次に掲げる内容を参考に策定する

ものとする。 

取組事項 費目別の内容例示 備考 

１ ＧＡＰ指導員

育成研修の開催

又は受講 

２ ＧＡＰ指導員

育成研修への派

遣 

３ その他ＧＡＰ

指導員の育成に

１ 謝金 

  研修会等の講師謝金等 

２ 調査等旅費 

  都道府県職員の研修受講や視察等に係る旅費 

３ 委員旅費 

  研修会等の講師旅費、関係機関・団体職員等

の研修受講や視察等に係る旅費 

４ 研修受講費 

ＧＡＰ指導員育

成研修とは、国

際水準ＧＡＰの

実施に関する指

導ができる者の

育成に資する研

修をいう。 
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高い効果が期待

される取組 

  研修の受講料、テキスト購入料等 

５ 印刷製本費 

  研修会等の資料等 

６ 通信・運搬費 

  研修会等資料の発送費等 

７ 会場借料 

  研修会等の会場借料等 

８ 消耗品費 

  研修会等の開催に必要な消耗品等 

９ 資料購入費 

  ＧＡＰ指導員育成用教材の購入等 

※ 費目別の内容例示は一例であり、ここに掲げるもののほか、取組事項を行うた

めに必要な経費を補助対象経費の範囲内で本交付金の対象とできる。ただし、取

組事項３については、事業実施主体において、高い効果が期待されると判断した

理由を整理しておくこと。 
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２ 人材育成のための農業教育機関における認証取得等の支援に係る取組 

（１）事業の目的 

次世代の農林水産業を担う農業教育機関の生徒が、ＧＡＰ認証の取得等を通じ、第

三者である審査機関による審査を受けつつＧＡＰを学び自ら実践することは、農業

生産技術の習得に加えて、経営感覚を兼ね備えた人材として必要な資質・能力の育成

に資するものであり、こうした人材が就農することで、国際水準ＧＡＰを実施する産

地の拡大につながることから、事業実施主体において、農業教育機関を対象に、ＧＡ

Ｐ認証の取得等の支援（事業実施主体が（２）に掲げる事業内容を自ら行う場合に要

する経費の支出を含む。以下同じ。）を行う。 

（２）事業内容 

農業教育機関が新規にＧＡＰ認証を取得又は既存のＧＡＰ認証を維持・更新する

に当たって必要となる認証審査の受審の取組に要する費用を支援する。 

   なお、農業教育機関は、地域への波及の観点から当該審査の受審を公開するとと

もに、ＧＡＰ認証審査員への対応は生徒を主体とするよう努めるものとする。 

（３）農業教育機関の定義 

本事業における農業教育機関とは、高等学校、大学その他学校法人、農業者研修

教育施設等のうち、現に授業カリキュラムにＧＡＰの実施に関する教育を位置付け

ている又は位置付けることとしている機関を言う。 

（４）ＧＡＰ認証の維持・更新に係る認証審査を支援対象とする場合の要件 

   既存のＧＡＰ認証の維持・更新に係る認証審査は、農業教育機関の体制に応じ

て、次に掲げる要件を満たした場合に限り、支援対象にできるものとする。 

  ア 修学期間が２年以上又は２学年以上の農業教育機関の場合 

    認証審査に対応する生徒について、前回の認証審査で対応した生徒の数を修学

期間の年単位（月は切り捨て。学年制の場合は、学年数）で除した人数以上が入

れ替わっていること。 

  イ 修学期間が２年未満でかつ学年制ではない農業教育機関の場合 

    認証審査に対応する生徒について、前回の認証審査で対応した生徒の半数以上

の人数が入れ替わっていること。 

ウ ア又はイの要件の適用が困難な事情がある農業教育機関の場合 

あらかじめ事業実施主体からア又はイに準ずる内容の要件（当該農業教育機関

が申請時点で満たしているものに限る。）について申請があり、地方農政局長が

これを承認していること。 

（５）留意事項 

  農業教育機関の支援に当たっては、次のことに留意するものとする。 

ア 支援対象とするＧＡＰ認証の種類及びカテゴリーは、農業教育機関ごとに、人材

育成にあたり取得等が必要と判断したものに限り選定するものとする。 

なお、人材育成にあたり特に必要と判断した場合にあっては、農業教育機関１校

に対し、複数種類のＧＡＰ認証及びカテゴリーに係る取得等を支援することを妨

げないものとする。 

また、団体認証を取得した団体（以下「認証団体」という。）の構成員である農

業教育機関のＧＡＰ認証の取得等を支援する場合にあっては、事業実施年度にお
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ける認証団体の認証審査に要した費用の総額（以下「団体認証審査費用総額」と

いう。）のうち農業教育機関の認証取得等に要した費用相当分（以下「農業教育機

関費用相当分」という。）に限って支援対象とすることができるものとする。 

イ 農業教育機関は、取組の実施に当たって、あらかじめ見積書を取得するものとす

る。 

ウ 支援内容は、次に掲げる内容を参考に策定するものとする。 

取組事項 費目別の内容例示 備考 

認証審査 

 
（事業実施主体の取組） 

農業教育機関の認証取得支援事務を行う

に当たって必要な以下の経費 

・謝金  

 審査会の委員謝金等 

・調査等旅費  

 都道府県職員の事業周知に係る旅費等 

・委員旅費  

 審査会委員の旅費等 

・印刷製本費 

 審査会の資料作成等 

・通信・運搬費 

 審査会資料の発送費等  

・会場借料 

 審査会の会場借料等  

・消耗品費 

 支援事務に使用する消耗品等 

・情報発信費 

 認証取得支援のＰＲ資材、広告等 

 

（農業教育機関の取組） 

・認証取得推進費 

認証審査に要する費用（エに掲げる留意

事項による。） 

・認証審査にあっては、

原則として、事業実施

主体の指導体制に位

置付けられた者が立

ち会うこと。 

 

 

※ 費目別の内容例示は一例であり、ここに掲げるもののほか、取組事項を行

うために必要な経費を補助対象経費の範囲内で本交付金の対象とできる。た

だし、農業教育機関の取組については、認証審査に要する費用のみを対象とす

る。 

エ 認証審査に要する費用の支援に関する留意事項は次に掲げるとおりとする。 

（ア）認証審査に要する費用には、審査の受審に付随する諸費用（登録費用、認証発

行手数料、審査員旅費等）を含むものとする。 

（イ）審査を受審できる環境を整備するための費用、審査で是正措置の指摘があった

場合に対応するための費用、外部専門家等による認証審査のための研修・指導費

用、ＩＣＴシステム利用料、内部検査・内部監査に要する費用等の認証審査に付
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随しない費用は、支援対象とはしない。 

（ウ）支援は、（エ）に掲げる場合を除き、相手方が発行した請求書等により金額が

明確であるものに限り対象とし、当該資料を保管しておくこと。 

ただし、請求書等によることができない真にやむを得ない理由がある場合に

おいて、後日、請求書等を入手できる確約がある場合に限り、請求書等以外の根

拠により、支援することができる。この場合、当該やむを得ない理由を整理して

おくとともに、請求書等を入手次第、支援額の突合を行い、過払いのあった場合

には遅滞なく返納させるものとする。 

（エ）アのまた書きにより、認証団体の構成員である農業教育機関を支援する場合に

は、団体認証審査費用総額を請求書等（審査機関が発行したものに限る。以下同

じ。）により明らかにした上で、当該費用を構成経営体数で按分等の方法により、

農業教育機関費用相当分の額を算定するものとする。 

この場合、事業実施主体は、算定の内容を記録し、根拠となる資料とともに保

管するものとする。 

なお、団体認証費用総額に（イ）に掲げる費用が含まれている場合には、当該

費用を除いた額をもって団体認証費用総額とするものとする。 

また、次に該当する場合は、アのまた書きによる支援はできないものとする。 

ａ 団体認証費用総額を請求書により明らかにできない場合 

ｂ 団体認証費用総額に（イ）に掲げる費用が含まれていないことを、請求書

等により明らかにできない場合 

ｃ 団体認証費用総額に（イ）に掲げる費用が含まれている場合であって、内

訳が不明等の理由により、当該費用を除くことができない場合 

ｄ その他の理由により、農業教育機関費用相当分の額を算定できない場合 

オ 本交付金による支援と重複しない範囲で、農業教育機関のＧＡＰ認証取得等の

取組を、事業実施主体の予算等により支援することを妨げないものとする。 
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３ 環境負荷低減に取り組む団体における認証取得等の支援に係る取組 

（１）事業の目的 

農業生産における環境負荷低減の取組及び国際水準ＧＡＰを実施する産地の拡大

に向け、事業実施主体において、環境負荷低減に取り組む団体（以下、「支援対象団

体」という。）を対象に、ＧＡＰの団体認証の取得等の支援を行う。 

（２）事業内容 

支援対象団体が新規にＧＡＰの団体認証を取得するに当たって必要となる認証審

査の受審の取組に要する費用を支援する。 

（３）環境負荷低減に取り組む団体の定義 

本事業における環境負荷低減に取り組む団体とは、農業生産における環境負荷低

減に資する団体としての新たな取組を目標として設定し、農業生産を実施する団体

を言う。 

（４）補助額の上限額 

   事業実施主体から支援対象団体に対する支援の上限額は、別添４－３のとおりと

する。 

（５）支援対象団体の要件 

   支援対象団体は、別添４－８により目標とする環境負荷低減の取組を事業実施主

体へ報告し、事業実施年度の翌年度の終了までに、取組の結果を事業実施主体まで報

告することとする。なお、事業実施主体は、支援対象団体から報告が無い場合、支援

対象団体に対し、支援した額の返還を求めるものとする。 

（６）留意事項 

  支援対象団体に対する支援に当たっては、次のことに留意するものとする。 

ア 支援対象となるＧＡＰ認証は、GLOBALG.A.P.、ASIAGAP 及び JGAP とする。 

イ アに掲げるＧＡＰ認証のいずれかを既に取得している支援対象団体が、他のＧ

ＡＰ認証又は同認証の新たなカテゴリーの認証を追加で取得する場合は、支援の

対象とする。 

また、支援対象団体がＧＡＰ認証を取得しており、当該団体を構成する農業者

等が新たにＧＡＰ認証を取得する場合にあっては、新たに追加される農業者等に

よる取組部分に限って支援対象とすることができるものとする。 

ウ 支援対象団体は少なくとも１者以上から見積書を取得するものとする。 

エ 支援内容は、次に掲げる内容を参考に策定するものとする。 

取組事項 費目別の内容例示 備考 

認証審査 

 
（事業実施主体の取組） 

認証取得支援事務を行うに当たって必要

な以下の経費 

・謝金  

 審査会の委員謝金等 

・調査等旅費  

 都道府県職員の事業周知に係る旅費等 

・委員旅費  

・認証審査にあっては、

原則として、事業実施

主体の指導体制に位

置付けられた者が立

ち会うこと。 
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 審査会委員の旅費等 

・印刷製本費 

 審査会の資料作成等 

・通信・運搬費 

 審査会資料の発送費等  

・会場借料 

 審査会の会場借料等  

・消耗品費 

 支援事務に使用する消耗品等 

・情報発信費 

 認証取得支援のＰＲ資材、広告等 

 

（支援対象団体の取組） 

・認証取得推進費 

 認証審査に要する費用（オに掲げる留意

事項による。） 

 

※ 費目別の内容例示は一例であり、ここに掲げるもののほか、取組事項を行

うために必要な経費を補助対象経費の範囲内で本交付金の対象とできる。た

だし、支援対象団体の取組については、認証審査に要する費用のみを対象とす

る。 

オ 認証審査に要する費用の支援に関する留意事項は次に掲げるとおりとする。 

（ア）認証審査に要する費用には、審査の受審に付随する諸費用（登録費用、認証発

行手数料、審査員旅費等）を含むものとする。 

（イ）審査を受審できる環境を整備するための費用、審査で是正措置の指摘があった

場合に対応するための費用、外部専門家等による認証審査のための研修・指導費

用、ＩＣＴシステム利用料、内部検査・内部監査に要する費用等の認証審査に付

随しない費用は、支援対象とはしない。 

（ウ）支援は、相手方が発行した請求書等により金額が明確であるものに限り対象と

し、当該資料を保管しておくこと。 

ただし、請求書等によることができない真にやむを得ない理由がある場合に

おいて、後日、請求書等を入手できる確約がある場合に限り、請求書等以外の根

拠により、支援することができる。この場合、当該やむを得ない理由を整理して

おくとともに、請求書等を入手次第、支援額の突合を行い、過払いのあった場合

には遅滞なく返納させるものとする。 

カ 本交付金による支援と重複しない範囲で、支援対象団体のＧＡＰ認証取得等の

取組を、事業実施主体の予算等により支援することを妨げないものとする。 

キ 支援対象団体の選定に当たっては、当該都道府県内の農業者等のＧＡＰの取組

及び環境負荷低減の取組拡大を喚起する観点から、次に掲げる例のように選定方

法を工夫することが望ましい。 

 

（例）選定に当たって、優先順位付けを行う。 

ポイント項目 考え方 
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団体の規模 
 団体の構成経営体数や構成経営体における栽培面積の合計が大き
く、環境負荷低減の取組拡大につながることが期待されることを優先
する。 

ＳＤＧｓへの貢
献の公表 

 団体として又は構成経営体において、ＧＡＰの実施によるＳＤＧｓ
への貢献を理解し、ＳＤＧｓへの貢献を公表している団体を優先す
る。 

ＩＣＴの活用 
 団体として、ＧＡＰの実施に当たり、ＩＣＴを活用することで効率
的に記帳等を実施している団体を優先する。 

 

ク 事業実施主体は、支援対象団体に対し、別添４－８により目標として設定した環

境負荷低減の取組結果について、事業終了の翌年度末までに提出させること。 

ケ 事業実施主体は、支援対象団体に対し、経営の安定を図るため、農業共済組合等

と連携し、農業共済、農業経営収入保険その他農業関係の保険への積極的な加入を

促すものとする。  
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４ 国際水準ＧＡＰを実践する農業者向けＧＡＰ農産物の需要拡大セミナーの開催に係

る取組 

（１）事業の目的 

国際水準ＧＡＰを実践する農業者（以下、「ＧＡＰ農業者」という。）を対象に、

その生産物であるＧＡＰ農産物の販路の拡大方法等に係るセミナーの開催等の支援

を行う。 

（２）事業内容 

ＧＡＰ農業者が、ＧＡＰ農産物の販路を拡大するために必要な知識を得るための

セミナーの開催費用を支援する。 

（３）国際水準ＧＡＰを実践する農業者の定義 

本事業における国際水準ＧＡＰを実践する農業者（ＧＡＰ農業者）とは、国際水

準ＧＡＰガイドラインを満たす営農方法（国際水準への引き上げが確認された都道

府県等の独自の取組に基づくＧＡＰを含む。）の習得や実践に取り組む農業者、Ｊ

ＧＡＰ認証、ＡＳＩＡＧＡＰ認証、ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．認証を取得している

農業者をいう。 

（４）ＧＡＰ農産物の定義 

   ＧＡＰ農業者により生産された農産物をいう。 

（５）留意事項 

  ＧＡＰ農業者に対する支援に当たっては、次のことに留意するものとする。 

ア 留意事項 

事業メニューの支援内容は、取組事項別に次に掲げる内容を参考に策定するも

のとする。 

取組事項 費目別の内容例示 備考 

１ 国際水準ＧＡ

Ｐを実践する農

業者向けＧＡＰ

農産物の需要拡

大セミナーの開

催又は受講  

１ 謝金 

  セミナーの講師謝金等 

２ 調査等旅費 

  都道府県職員のセミナー等受講や視察等に係

る旅費 

３ 委員旅費 

  セミナー等の講師旅費、関係機関・団体職員

等のセミナー等受講や視察等に係る旅費 

４ セミナー等受講費 

  セミナー等の受講料、テキスト購入料等 

５ 印刷製本費 

  セミナー等の資料等 

６ 通信・運搬費 

  セミナー等の資料の発送費等 

７ 会場借料 

  セミナー等の会場借料等 

８ 消耗品費 

ＧＡＰ農産物の

需要拡大セミナ

ーとは、ＧＡＰ

農業者が、ＧＡ

Ｐ農産物の販路

を拡大するため

に必要な知識を

得るためのセミ

ナー等をいう。 
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  セミナー等の開催に必要な消耗品等 

９ 情報発信費 

  商談会開催のＰＲ資材、広告等  

※ 費目別の内容例示は一例であり、ここに掲げるもののほか、取組事項を行

うために必要な経費を補助対象経費の範囲内で本交付金の対象とできる。 

イ ＧＡＰ農産物の需要拡大セミナーに要する費用の支援に関する留意事項は次に

掲げるとおりとする。 

（ア）事業実施主体が自ら開催するセミナーに係る費用のほか、ＧＡＰ農業者が希望

する、農産物の販路拡大のためのセミナーへの参加費用も支援対象にすること

ができる。 

  ・セミナーは、事業実施主体の都道府県外で開催されるものを支援対象としな

い。 

・ＧＡＰ農業者がセミナーに参加するための旅費については、支援対象としな

い。 

 

（イ）支援は、相手方が発行した請求書等により金額が明確であるものに限り対象と

し、当該資料を保管しておくこと。 

ただし、請求書等によることができない真にやむを得ない理由がある場合に

おいて、後日、請求書等を入手できる確約がある場合に限り、請求書等以外の根

拠により、支援することができる。この場合、当該やむを得ない理由を整理して

おくとともに、請求書等を入手次第、支援額の突合を行い、過払いのあった場合

には遅滞なく返納させるものとする。 

ウ 本交付金による支援と重複しない範囲で、支援対象団体のＧＡＰ農産物の需要

拡大セミナーの開催の取組を、事業実施主体の予算等により支援することを妨げ

ないものとする。 
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５ 国際水準ＧＡＰを実践する農業者による商談会への出展の支援に係る取組 

（１）事業の目的 

国際水準ＧＡＰを実践する農業者（ＧＡＰ農業者）が実需者にその取組を説明し商

談を行う場としての商談会の開催や、ＧＡＰ農業者がそのＧＡＰ農産物の商談を行

うために商談会に参加する取組等の支援を行う。 

（２）事業内容 

ＧＡＰ農業者が、ＧＡＰ農産物の販路を拡大するために必要な商談を開催し、また

商談に参加するための費用を支援する。 

（３）国際水準ＧＡＰを実践する農業者の定義 

本事業における国際水準ＧＡＰを実践する農業者（ＧＡＰ農業者）とは、国際水

準ＧＡＰガイドラインに基づく営農方法（国際水準への引き上げが確認された都道

府県等の独自の取組に基づくＧＡＰを含む。）の習得や実践に取り組む農業者又は

ＪＧＡＰ認証、ＡＳＩＡＧＡＰ認証、ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．認証を取得してい

る農場の農業者をいい、また、そのＧＡＰの取組を通じて生産された農産物をＧＡ

Ｐ農産物という。 

（４）支援対象となるＧＡＰ農業者の要件 

   支援対象となるＧＡＰ農業者は、事業実施主体が選定した者とする。ＧＡＰ農業者

は商談会に参加する場合は、事前に事業実施主体に相談することとする。 

（５）留意事項 

  ＧＡＰ農業者に対する支援に当たっては、次のことに留意するものとする。 

ア 本事業の支援対象となる国際水準ＧＡＰを実践する農業者（ＧＡＰ農業者）は、

国際水準ＧＡＰガイドラインを満たす営農方法の習得や実践に取り組む農業者又

はＪＧＡＰ認証、ＡＳＩＡＧＡＰ認証、ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．認証を取得して

いる農場の農業者をいう。 

イ 留意事項 

事業メニューの支援内容は、取組事項別に次に掲げる内容を参考に策定するも

のとする。 

取組事項 費目別の内容例示 備考 

１ 国際水準ＧＡ

Ｐを実践する農

業者による商談

会への出展支援 

１ 謝金 

  商談会の講師謝金等 

２ 調査等旅費 

  都道府県職員の商談会開催研修の受講や商談

会視察等に係る旅費 

３ 委員旅費 

  商談会等の講師旅費、関係機関・団体職員等

の商談会等参加視察等に係る旅費 

４ 商談会等の参加費 

  商談会等の出展諸経費等 

５ 印刷製本費 

  商談会等の資料等 

商談会とは、Ｇ

ＡＰ農業者がＧ

ＡＰ農産物の販

路拡大のために

必要な商談を行

う場をいう。 
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６ 通信・運搬費 

  商談会等の資料の発送費等 

７ 会場借料 

  商談会等の会場借料等 

８ 消耗品費 

  商談会等の開催に必要な消耗品等 

９ 情報発信費 

  商談会開催のＰＲ資材、広告等  

※ 費目別の内容例示は一例であり、ここに掲げるもののほか、取組事項を行

うために必要な経費を補助対象経費の範囲内で本交付金の対象とできる。 

ウ 商談会への出展に要する費用の支援に関する留意事項は次に掲げるとおりとす

る。 

（ア）事業実施主体が自ら開催する商談会に係る費用のほか、ＧＡＰ農業者が希望す

る、ＧＡＰ農産物の商談のための商談会への参加費用も支援対象にすることが

できる。 

  ・商談会は、事業実施主体の都道府県外で開催されるものは支援対象としない。 

・ＧＡＰ農業者が商談会に参加するための、自ら生産した農産物の輸送費は支援

対象とする。 

・ＧＡＰ農業者が商談会に参加するための旅費については、支援対象としない。 

 

（イ）支援は、相手方が発行した請求書等により金額が明確であるものに限り対象と

し、当該資料を保管しておくこと。 

ただし、請求書等によることができない真にやむを得ない理由がある場合に

おいて、後日、請求書等を入手できる確約がある場合に限り、請求書等以外の根

拠により、支援することができる。この場合、当該やむを得ない理由を整理して

おくとともに、請求書等を入手次第、支援額の突合を行い、過払いのあった場合

には遅滞なく返納させるものとする。 

エ 本交付金による支援と重複しない範囲で、支援対象団体のＧＡＰ農産物の商談

会の開催の取組を、事業実施主体の予算等により支援することを妨げないものと

する。 

 

 

 

 

  

62



 

  

 

別添４－３ 環境負荷低減に取り組む団体に対する支援額の上限設定について 

 

事業実施主体が、環境負荷低減に取り組む団体のＧＡＰ認証取得の取組に対して支援

を行う際には、下記の上限額の範囲内で行うものとする。 

 ただし、本交付金による支援と重複しない範囲で、支援対象団体のＧＡＰ認証取得の取

組を、国の助成以外の事業実施主体の予算等により支援することを妨げないものとする。 

 

 

記 

 

１ 上限の設定の考え方 

 予算の範囲内で 大限の認証取得の拡大を図る観点から、審査費用等の実勢価格を

踏まえた上限額を設定する。 

 

２ 上限 

（１）認証の種類ごとに、支援額の上限を下表のとおり定める。 

認証の種類 支援額の上限 

GLOBALG.A.P. 295 千円×（団体の構成員数の平方根＋２） 

ASIAGAP 150 千円×（団体の構成員数の平方根＋２） 

JGAP 130 千円×（団体の構成員数の平方根＋２） 

（注１）上限額は税抜き額とする。 

（注２）審査費用には諸費用（登録費用、認証発行手数料等）を含むことができる

こととする。 

（注３）団体の構成員数の平方根については、小数点以下切り上げとする。 

（２）ただし、認証審査に係る審査員の旅費については、これとは別に支援額の上限を

以下のとおり定める。なお、審査費用に旅費が内包されている場合など、旅費の額

が明らかとならない場合にあっては、旅費に係る支援は対象外とする。 

ア 認証審査に要する審査員旅費 

審査の受審に要する旅費について、原則として実費の１／２の範囲内で支援す

ることとする。ただし、支援対象者の責めに帰すことができない事情により事業

実施期間内に審査を受審することが困難である場合に、審査会社との契約の締結

をもって認証審査の取組が完了したものとみなすときにあっては、事業実施主体

が定める旅費規程等に基づく旅費相当額の１／２の範囲内において支援すること

も可とする。 

イ 別添４－２の３（６）また書きにより、新たに追加される農業者等による取組

部分に限って支援対象とする場合にあっては、（１）中「団体の構成員数」とあ

るのは、「新たに追加される農業者等の数」と読み替えて上限を定めることとし、

対象となる支援額については、実際に要した額（全体額）を既に取り組んでいる

農業者等の数と新たに取り組む農業者等の数で按分等により、新規に取り組む農

業者等が認証取得に要した経費を算定するものとする。 
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別添４－４（第２の１関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

  ○○農政局長 殿 

 （北海道農政事務所長） 

 （内閣府沖縄総合事務局長） 

 

 

                    都道府県知事  氏  名    

 

 

   令和５年度国際水準ＧＡＰ普及推進交付金事業実施計画（変更）の提出に

ついて 

 

 持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付け３農産第 3175 号農林水

産省農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜産局長通知）第５の１に基

づき、関係書類を添えて（変更）提出する。 

 

（注）関係書類として、事業実施計画（別添４－５）を添付すること。

64



 

 

 

別添４－５（第２の１関係） 

 

令和４年度 国際水準ＧＡＰ普及推進交付金事業実施計画 

 

 

１ 都道府県名 

 

 

２ 事業の目的 

 

 

 

３ 事業の実施体制 
※体制図を添付すること。ＧＡＰ指導員の配置の考え方及び配置場所を明記すること。 

 

 

４ 成果目標の設定 

目  的 目  標 目標値及び目標値設定の考え方 

Ⅰ 国際水

準ＧＡＰ

に係る指

導活動の

推進 

ＧＡＰ指導農業

者数 

（目標値） 

 

ＧＡＰ指導員の

育成数 

（目標値） 

 

 

Ⅱ 人材育

成のため

の農業教

育機関に

おける認

証取得等

支援 

農業教育機関に

おける新規のＧ

ＡＰ認証取得ま

たは維持・更新数 

（目標値） 

 

Ⅲ 環境負

荷低減に

取り組む

団体にお

ける認証

取得等の

支援 

環境負荷低減に

取り組む団体に

おける認証取得

件数 

（目標値） 

 

Ⅳ 国際水

準ＧＡＰ

を実践す

る農業者

向けＧＡ

 

（目標値） 
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Ｐ農産物

の需要拡

大セミナ

ーの開催

に係る取

組 

Ⅴ 国際水

準ＧＡＰ

を実践す

る農業者

による商

談会への

出展の支

援に係る

取組 

 

（目標値） 

 

  ※：目標値設定の考え方は、目標値を設定した根拠となる考え方を記載すること。

 

５ 事業実施主体のＧＡＰ指導体制 
 

注１ 実績報告時は、上段に（括弧）書きで計画時の内容を記載、下段に実績値を記載すること 

注２ 実績報告時にあっては所属及び氏名等を記載したリストを添付すること 

注３ 実績報告時、②については実際にＧＡＰ指導員となった者の数を記載すること 

注４ 実績報告時、（参考）については、実績報告時における予定を記載すること 

 

  

組織 既にＧＡＰ指導

員として活動し

ている者 

① 

ＧＡＰ指導員に

なる見込みの者 

② 

ＧＡＰ指導員等

の数 

 

①＋② 

（参考）翌年度

以降ＧＡＰ指導

員となる予定の

者 

     

     

     

合計     
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６ 事業の実施方針及び取組概要 

（１）国際水準ＧＡＰに係る指導活動の推進 

ア 指導活動の基本方針 

 

 

 

 

 

イ 活動内容 
取組内容 実施回数、参集範囲、参加人数等 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

  注 検討会、講習会、研修会、個別指導、団体指導、指導端末の導入等の取組と、その詳

細がわかる定量的な内容を記載すること。 

 

 

ウ 地区別のＧＡＰ指導農業者数 

地区

名 

指導員数
（指導体制

に位置付け

られた者） 

（Ａ） 

ＧＡＰ 

指導農業

者数 

（Ｂ） 

   

指導員１名

あたりの指

導農業者数 

（Ｂ／Ａ） 

うち認定

農業者数 

うち国際

水準ＧＡ

Ｐガイド

ライン等

による指

導数 

うち都道

府県の策

定するＧ

ＡＰによ

る指導数 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  注１ 都道府県内の地区（普及センターの所管範囲、産地等）ごとにおける、指導員数、

ＧＡＰの指導を行う農業者数、指導員１名あたりの指導農業者数を記載すること。 

  注２ 注１の「ＧＡＰの指導」とは、農業者に対する現地指導を含む複数回の国際水準Ｇ

ＡＰの実施に関する指導をいい、例えば、教育機関における就農前の生徒を対象にし

たＧＡＰの指導などは注１の「ＧＡＰの指導」には含まれず、当該指導を受けた者を

ＧＡＰ指導農業者数のカウントには含めないものとする。 

  注３ 「うち認定農業者数」、「うち国際水準ＧＡＰガイドライン等による指導数」及び

「うち都道府県の策定するＧＡＰによる指導数」欄は、事業実施計画時においては見

込み数を記載し、実績報告時にあっては事業実施主体の把握可能な範囲での実績値を

記載すること。 
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エ ＧＡＰ指導員の育成方針 

育成数 育成方法（受講研修、現地指導予定等） 

 

 

 

 

 

（２）人材育成のための農業教育機関における認証の取得等支援 

ア 農業教育機関に対するＧＡＰ認証の取得等支援の基本方針 

 

 

 

 

 

イ 支援内容 

区分 
新規取得 

① 

維持・更新 

② 

①・②のうち、団体

認証の構成経営体分 

GLOBALG.A.P.   
 

ASIAGAP   
 

JGAP   
 

注 事業実施計画時においては、表の内訳が判るリスト（支援予定の農業教育機関の名

称、ＧＡＰ認証及びカテゴリー）を添付すること。 

また、実績報告時にあっては認証を取得等した農業教育機関の名称、認証、カテゴ

リー（青果物・穀物・茶等）、作物名等を記載した一覧表を添付すること。 

 

 

（３）環境負荷低減に取り組む団体に対するＧＡＰ認証の取得等支援 

ア 環境負荷低減に取り組む団体に対するＧＡＰ認証の取得等支援の基本方針 

 

 

 

イ 支援内容 

区分 
団体件数 

（団体事務局数） 

  

団体認証の構成

経営体数 

うち新規取得構成経

営体数 

GLOBALG.A.P.   
 

ASIAGAP   
 

JGAP   
 

注１ 事業実施計画時においては、表の内訳が判るリスト（支援予定の団体別の団体名

称、新規・追加の別、新規取得構成経営体数、（追加の場合は）現在の構成経営体

数、ＧＡＰ認証及びカテゴリー）を添付すること。 
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また、実績報告時にあっては認証を取得した団体の名称、認証、カテゴリー（青

果物・穀物・茶等）、作物名等を記載した一覧表を添付すること。 

     注２ 既にＧＡＰ認証を取得している団体が新たに農業者等を追加する場合において

は、「取得後構成経営体数」には新たに追加する農業者等も含めた団体全体の認

証取得経営体数を、「うち新規取得構成経営体数」には新たに追加する農業者等

の数を記載すること。 

 

（４）国際水準ＧＡＰを実践する農業者向けＧＡＰ農産物の需要拡大セミナーの開催

に係る取組 

開催スケジュール セミナーの内容、参加人数等 

 

 

 

 

 

 

 

（５）国際水準ＧＡＰを実践する農業者による商談会への出展の支援に係る取組 

開催スケジュール 商談会の具体的内容、参集範囲等 
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７ 事業費 

区分 取組内容 

 
備考 

（積算員数及びその根拠） 金額 
うち 

交付金 

 

Ⅰ  国 際

水 準 Ｇ

Ａ Ｐ に

係 る 指

導 活 動

の推進 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  人 材

育 成 の

た め の

農 業 教

育 機 関

に お け

る 認 証

の 取 得

等支援 

 

Ⅲ  環 境

負 荷 低

減 に 取

り 組 む

団 体 に

対 す る

Ｇ Ａ Ｐ

認 証 の

取 得 等

支援 

 

 

Ⅳ  国 際

水 準 Ｇ

Ａ Ｐ を

実 践 す

る 農 業

者 向 け

Ｇ Ａ Ｐ

農 産 物

の 需 要

拡 大 セ

ミ ナ ー
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の 開 催

に 係 る

取組 

 

Ⅴ  国 際

水 準 Ｇ

Ａ Ｐ を

実 践 す

る 農 業

者 に よ

る 商 談

会 へ の

出 展 の

支 援 に

係 る 取

組 

 

 

合計 
 

   

 

 注１ 別添４－２に記載する対象経費を参考に記載すること。 

注２ 根拠となる資料を添付すること。 

注３ 実績報告の際は、計画時の内容を上段に（）書きで記載すること。 
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別添４－６（第３の２関係） 

国際水準ＧＡＰ普及推進交付金の事業成果及び評価報告書（令和  年度） （令

和  年  月 日作成） 

                         

事業実施主体名            
 

目的 

目標値 事業実績 

備考 
目標値 実績 達成度 評価 

事業費実績

（円） 

うち交付金

相当額

（円） 

Ⅰ 国際

水準Ｇ

ＡＰに

係る指

導活動

の推進 

       

Ⅱ 人材

育成のた

めの農業

教育機関

における

認証の取

得等支援 

       

Ⅲ 環境

負 荷 低

減 に 取

り 組 む

団 体 に

対 す る

Ｇ Ａ Ｐ

認 証 の

取 得 等

支援 

       

Ⅳ 国際

水 準 Ｇ

Ａ Ｐ を

実 践 す

る 農 業

者 向 け

Ｇ Ａ Ｐ

農 産 物

の 需 要

拡 大 セ

ミ ナ ー

の 開 催

に 係 る

取組 

       

Ⅴ 国際

水 準 Ｇ

Ａ Ｐ を
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実 践 す

る 農 業

者 に よ

る 商 談

会 へ の

出 展 の

支 援 に

係 る 取

組 

事業の成果 

 

 

事業実施主体による評価 

 

 

国による評価 

 

 

 

留意事項 
１ 項目別の記載方法は次に掲げるとおりとする。 

（１）「目標値」の欄は、目的別に設定した目標値を記入する。 

（２）「実績」の欄は、事業実施終了時点の実績値を記入する。 

（３）「達成度」の欄は、目標値に対する実績の比率を記入する。 

（４）「評価」の欄は、達成度に応じた次のアルファベットを記入する。 

      Ａ‥‥‥達成度１００％以上 

   Ｂ‥‥‥達成度８０％以上 

   Ｃ‥‥‥達成度５０％以上 

   Ｄ‥‥‥達成度５０％未満 

（５）「事業費実績」の欄は、当該年度に実施した項目に要した経費を、事業内容ごとに記入す

る。 

（６）「交付金相当額」の欄には、目的ごとに交付金の実績額を記入する。 

（７）「事業の成果」の欄は、当該年度に実施した内容及びその結果得られた成果を記入する。 

（８）「都道府県による評価」の欄は、（１）から（７）までの内容を踏まえ、都道府県としての

本交付金事業における評価を所見とともに記入する。 

  また、目標値の達成度が極端に低い（概ね５割程度以下）の場合には、その理由を明確に記

入する。 

（９）「国による評価」の欄は、地方農政局が評価の概要を記入するものとし、都道府県は記入

しない。 

 

２ 本様式内にすべての内容の記入が困難な場合には、別に資料を作成し添付して差し支えない。

また、必要に応じ説明に必要な説明資料を添付する。 
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別添４－７（第３の２関係） 
番   号 
年 月 日 

 

    ○○○農政局長 殿 

 

 

 

 
                    都道府県知事  氏   名   
 
 

国際水準ＧＡＰ普及推進交付金事業改善計画について（令和○年度） 
 
 令和○年度について、事業実施計画の目標の達成が図られるよう、下記の改善計画を実
施することとしたので、報告します。 
 
 

記 
 
１ 取組の経過 
 
 
２ 事業の実績 

 

成果目標の 

種別 

 

（  年） （  年） 

当初目標 

（  年） 
実績値 

当初目標 

（  年） 
実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２年目以降の計画が未達の場合には、経過が分かるよう各事業実施年度の達成状況を記載するこ

と。） 

 
 
３ 当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点 
 
 
４ 改善計画 

（改善計画は１か年の計画とし、目標達成及び問題点の解決のために必要な方策を具体的に記述

すること。） 

 
５ 改善計画を実施するための推進体制  

北海道にあっては、北海道農政事務所長 
沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 
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別添４－８ 事業実施主体に交付する交付金の額の算定の方法について 

 

 

１ 事業実施主体に交付する交付金の額は、次により求める額とする。 

 

交付額＝①＋②＋③＋④（（Ａ－Σ①－Σ②－Σ③－Σ④）×⑤） 

 

（１）農業教育機関の認証の取得等支援に係る配分 

   農業教育機関の認証の取得等支援に係る配分は、農業教育機関のＧＡＰ認証の取得

等経営体数の指標値に応じて、審査費用及び審査員旅費を算定し配分するものとし、

その計算式は次のとおりとする。 

 

 ①＝ア＋イ＋ウ 

 

 ＧＡＰ認証の種類別の計算式 

（審査費用＋審査員旅費）×農業教育機関のＧＡＰ認証の取得等経営体数 

 

  ア GLOBALG.A.P.の認証取得等支援に係る配分 

  ア＝（491 千円＋35 千円）×ＢＧ 

  イ ASIAGAP の認証取得等支援に係る配分 

  イ＝（176 千円＋35 千円）×ＢＡ 

  ウ JGAP の認証取得等支援に係る配分 

  ウ＝（112 千円＋35 千円）×ＢＪ 

 

（２）環境負荷低減に取り組む団体の認証の取得支援等に係る配分 

   環境負荷低減に取り組む団体の認証の取得等支援に係る配分は、団体のＧＡＰ認証

の取得等経営体数の指標値に応じて、審査費用及び審査員旅費を算定し配分するもの

とし、その計算式は次のとおりとする。 

 

 ②＝エ＋オ＋カ 

 

 ＧＡＰ認証の種類別の計算式 

（審査等支援費用＋審査員等旅費）×団体支援数 

 

  エ GLOBALG.A.P.の認証取得支援に係る配分 

  エ＝（295 千円×（√（ＣＧ／ＤＧ）＋２）＋（21 千円× 

√（ＣＧ／ＤＧ）＋２））×ＤＧ 

 

  オ ASIAGAP の認証取得支援に係る配分 

  オ＝（150 千円×（√（ＣＡ／ＤＡ）＋２）＋（21 千円× 

√（ＣＡ／ＤＡ）＋２））×ＤＡ 
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  カ JGAP の認証取得支援に係る配分 

  カ＝（130 千円×（√（ＣＪ／ＤＪ）＋２）＋（21 千円× 

√（ＣＪ／ＤＪ）＋２））×ＤＪ 

（３）国際水準ＧＡＰを実践する農業者向けＧＡＰ農産物の需要拡大セミナーの開催に係

る配分 

   国際水準ＧＡＰを実践する農業者向けＧＡＰ農産物の需要拡大セミナーの開催に係

る配分は、セミナー開催の指標値に応じて配分するものとし、その計算式は次のとお

りとする。ただし、次式の計算結果が事業実施主体の当該項目における要望金額を超

える場合は、要望金額を③とする。 

 

  ③＝5,825 千円×（各事業実施主体における指標値）／Σ（各事業実施主体における

指標値の総和） 

 

（４）国際水準ＧＡＰを実践する農業者による商談会への出展の支援に係る配分 

   国際水準ＧＡＰを実践する農業者による商談会への出展の支援に係る配分は、商談

会開催の指標値に応じて配分するものとし、その計算式は次のとおりとする。ただし、

次式の計算結果が事業実施主体の当該項目における要望金額を超える場合は、要望金

額を④とする。 

 

  ④＝6,628 千円×（各事業実施主体における指標値）／Σ（各事業実施主体における

指標値の総和） 

 

（５）指導活動に係る配分 

   指導活動に係る配分は、ＧＡＰ指導農業者の指標値に応じて配分するものとし、そ

の計算式は次のとおりとする。 

 

   ⑤＝（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）／Σ（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） 

 

Ａ：当該年度の予算のうち配分予定額の総額（配分予定額とは、指導活動の進捗等を

踏まえて留保する額等を除いた配分予定額。） 

Σ①：①の総和 

ＢＧ：各事業実施主体における GLOBALG.A.P.に係る農業教育機関の認証の取得等経営

体数（延べ数） 

ＢＡ：各事業実施主体における ASIAGAP に係る農業教育機関の認証の取得等経営体数

（延べ数） 

ＢＪ：各事業実施主体における JGAP に係る農業教育機関の認証の取得等経営体数（延

べ数） 

ＣＧ：各事業実施主体における GLOBALG.A.P.に係る環境負荷低減に取り組む団体の団

体認証の取得支援経営体数（目標値） 

ＤＧ：各事業実施主体における GLOBALG.A.P.に係る環境負荷低減に取り組む団体の団
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体認証の取得支援数（目標値） 

√（ＣＧ／ＤＧ）：各事業実施主体における GLOBALG.A.P.に係る１団体あたり平均構

成員数（ＣＧ／ＤＧ）の平方根（小数点以下の端数切り上げ） 

ＣＡ：各事業実施主体における ASIAGAP に係る環境負荷低減に取り組む団体の団体認

証の取得支援経営体数（目標値） 

ＤＡ：各事業実施主体における ASIAGAP に係る環境負荷低減に取り組む団体の団体認

証の取得支援数（目標値） 

√（ＣＡ／ＤＡ）：当該事業実施主体における ASIAGAP に係る１団体あたり平均構成

員数（ＣＡ／ＤＡ）の平方根（小数点以下の端数切り上げ） 

ＣＪ：各事業実施主体における JGAP に係る環境負荷低減に取り組む団体の団体認証

の取得支援経営体数（目標値） 

ＤＪ：各事業実施主体における JGAP に係る環境負荷低減に取り組む団体の団体認証

の取得支援数（目標値） 

√（ＣＪ／ＤＪ）：各事業実施主体における JGAP に係る１団体あたり平均構成員数

（ＣＪ／ＤＪ）の平方根（小数点以下の端数切り上げ） 

 

Ｅ：各事業実施主体におけるＧＡＰ指導農業者数（目標値） 

Ｆ：ＥのうちＧＦＰのコミュニティサイトに登録した農業者数 

Ｇ：Ｅのうち農福連携に取り組む農業者数 

Σ（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）：（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）の総和 

 

２ １による交付額が、別途事業実施主体から報告のあった配分要望額（以下「配分要望

額」という。）を超えた事業実施主体にあっては、配分要望額をもって交付額とする。 

 

３ 配分要望額と１による交付額との差額（以下「調整差額」という。）については、配

分要望額をもって交付額とした事業実施主体を除いた各事業実施主体の交付額に、次に

より求める交付加算額を加算することにより調整する。 

 

 交付加算額＝調整差額 × ⑤※ 

  ※ ⑤については、１（５）の規定により算出するものとし、配分要望額をもって交

付額とした事業実施主体のＥ、Ｆ及びＧは、Σ（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）から除外する。 

 

４ ３による加算後の交付額（以下「加算後交付額」という。）が、配分要望額を超えた

事業実施主体にあっては、配分要望額をもって交付額とし、加算後交付額と配分要望額

との差額については、３により調整する。この場合、同項中「１による交付額」とある

のは「加算後交付額」と読み替えるものとする。本項の規定は、本交付金の交付を受け

る全ての事業実施主体の交付額の総和がＡと合致するまで繰り返し適用する。 

 

５ なお、１から４による算定のほか、必要に応じて交付額の調整を行うこととする。 
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別添４－９ 環境負荷低減に取り組む団体が事業実施主体に対して報告する内容について 

 

  

 

 

１ 環境負荷低減の取組目標 

 

 

 

 

 

２ ＧＡＰの団体認証取得前後における、環境負荷低減の取組実績 

   

分野 取組内容 認証取得前 認証取得後 

ＩＰＭの実践 

（例）粘着シートの活

用 

 

 

 

  

有機物の施用 

（例）緑肥の施用 

 

 

 

  

温室効果ガスの排

出削減 

（例）使用電力の削減 

 

 

  

廃棄物の削減 

（例）生分解性マルチ

の使用 
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Ⅴ 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金 

 

第１ 事業の内容 

 １ 取組内容 

（１）本交付金の目的は以下のとおりとする。 

   ア 畜産ＧＡＰ指導活動の推進 

   イ 畜産ＧＡＰ認証の取得拡大 

（２）（１）の目的を達成するための具体的な目標値、事業メニュー及びその内容、目標

値設定に当たっての根拠及び留意事項並びに交付率は、別添５－１のとおりとし、

事業メニュー及びその内容の欄に掲げる取組は、別添５－２に従って実施するもの

とする。 

なお、事業実施主体は、事業を効果的に実施するために必要と認められる場合に

限り、事業の一部をほかの民間団体に委託することができるものとする。 

また、次のア及びイに掲げる事項を実施する場合には、当該ア及びイに定める点

に留意するものとする。 

ア 検討会等の開催 

経費には、旅費、謝金及び資料作成費等（検討会等を開催する上で真に必要な

ものに限る。）を含むものとする。 

イ 研修会等の開催 

研修会等の開催に当たり、参加者から参加費用を徴収する場合には、徴収した

額と交付金との合計額が開催経費を上回ってはならない。 

２ 成果目標の設定 

本要領本体第２の成果目標は、別添５－１の目標値の欄に掲げる目標とし、全国で

のべ 1150 経営体（団体認証の場合は、当該団体を構成する経営体数を計上するものと

する。）以上の認証取得を実現するため、事業実施年度の翌年度までに達成すべき具

体的な目標値を設定するものとする。 

 

第２ 事業実施計画等 

 １ 事業実施計画の作成等 

事業実施主体は、本要領本体第５の１に基づき別添５－３により事業実施計画を作

成し、地方農政局長（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣

府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。）へ交付申請書に添えて提出するものとする。 

 ２ 事業実施計画の審査及び承認 

 （１）地方農政局長は、１の事業実施計画について、当該事業実施主体等の取組状況を

勘案し、目標値の設定の妥当性及びその達成の可能性に関する審査を行う。 

 （２）地方農政局長は、（１）の審査を行った上で、交付決定により事業実施計画を承

認するものとする。 

 （３）地方農政局長は、（２）において承認を行った場合には、速やかに畜産局長に報

告するものとする。 

 ３ 事業実施計画の変更 

（１）本交付金の交付を受けた事業実施主体は、目標値の達成に資する場合には、交付
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金額の範囲内で、事業実施計画の内容を変更することができるものとする。 

（２）本要領本体第５の１に規定する事業実施計画の重要な変更は、交付等要綱別表１

のⅡの２（２）に基づくほか、「目標値の変更」とする。 

（３）地方農政局長は、交付等要綱第 13 の重要な変更に係る手続を行う場合には、必要

に応じ、事業実施主体に対し意見を述べることができるものとする。 

４ 事業実施計画に係る指導 

地方農政局長は、事業実施主体に対し、交付金で実施する内容が本事業の目的や推

進方向に鑑み適切なものとなるよう、指導を行うものとする。 

 

第３ 点検評価等 

 １ 事業実施状況の報告 

事業実施主体は、毎年、次の（１）から（４）までに掲げる時点における事業の進

捗状況を取りまとめ、（１）から（３）までについては当該時点から１か月以内に、

（４）については地方農政局が別途指定する日までの間に、電子ファイルにより、地

方農政局に報告するものとする。 

（１）７月末時点 

（２）12 月末時点 

（３）３月末時点 

（４）必要に応じて、地方農政局が指定する時点 

 ２ 事業の評価 

   本要領本体第７の２に基づく事業の評価は、次のとおりとする。 

（１）事業実施主体は、成果目標の達成状況について、別添５－５により成果及び評価

報告書を作成し、自己評価を行い、事業実施年度の翌年度の６月末までに、地方農

政局長に報告するものとする。 

（２）（１）の事業評価の報告を受けた場合には、遅滞なく、地方農政局においてその

内容について点検評価し、その結果を踏まえた評価所見を記入するものとする。 

（３）畜産局は、地方農政局の点検評価結果を取りまとめ、本要領本体第７の１（５）

に定める評価検討委員会（以下「評価検討委員会」という。）に諮るものとし、地

方農政局長は、当該委員会の意見を踏まえ、 終的な評価結果を取りまとめるもの

とする。 

この場合において、評価検討委員会が意見聴取を行うときは、地方農政局長は必

要に応じて、事業実施主体に指示して、事業の取組内容を評価検討委員会に説明さ

せることができるものとする。 

（４）地方農政局長は、（３）により取りまとめられた 終的な評価結果を公表するも

のとする。 

（５）地方農政局は、（２）の点検評価の結果、成果目標が達成されていないと判断す

る場合には、当該事業実施主体に対し、目標達成に向けて取り組むよう指導及び助

言を行い、別添５－６により速やかに改善計画を提出させるものとする。 

ただし、以下に該当する場合にあっては事業実施主体から成果目標の変更又は評

価の終了の改善計画を提出させ、評価検討委員会に諮り、妥当と判断された場合に

あっては成果目標を変更し、又は評価を終了することができることとする。 
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なお、成果目標の変更手続は、重要な変更に係る手続に準じて行うものとする。 

ア 自然災害等により取組が困難となるような事態が生じている場合 

イ 社会経済情勢の変化により成果目標の達成が困難となるような事態が生じてい

る場合 

（６）（５）の改善計画に基づく取組の再評価については、（１）及び（２）に準じて

行うものとする。 

   なお、事業実施主体は、成果目標の達成状況を改善計画の終期となる年度の翌年

度６月末日までに報告することとする。 

（７）地方農政局は、（５）により指導を行った場合には、その内容を畜産局に報告す

るものとする。 

 

第４ その他 

１ 交付金の算定 

 （１）国は、毎年度、予算の範囲内において、事業実施主体に交付金を交付するものと

する。 

 （２）国は、地方農政局長が事業実施主体から提出のあった事業実施計画の重要な変更

を承認した場合において、必要に応じ、交付金の一部若しくは全部を減額し、又は

当該事業実施主体に対し、すでに交付された交付金の一部若しくは全部の返還を求

めることができるものとする。 

（３）国は、事業実施主体から交付金の減額又は返還（以下「減額等」という。）を受

けた場合、当該減額等額について、ほかの事業実施主体からの要望又は国の方針に

基づき、事業実施主体に追加交付することができる。 

２ 推進指導 

地方農政局長は、第２の４、第３の２（５）に掲げる指導を行うに当たっては、必

要に応じて学識経験者等第三者の意見を聴くものとする。 

 ３ 配合飼料価格安定制度の継続加入への留意 

本交付金（別添５－２の４（１）のアの（キ）及び（ク）を除く者を支援の対象と

する交付金に限る。）において配合飼料を購入している者又は団体（以下「畜産経営

者」という。）が受益者となる取組の場合は、当該畜産経営者は、配合飼料価格安定

対策事業補助金交付等要綱（昭和 50 年２月 13 日付け 50 畜Ｂ第 303 号農林事務次官

依命通知）に定める配合飼料価格安定基金の業務方法書に基づく配合飼料の価格差補

填に関する基本契約及び配合飼料の価格差補填に関する毎年度行われる数量契約（以

下「契約」という。）の締結を継続するものとする。 

   ただし、事業実施年度の前年度に契約を締結していない畜産経営者、自給飼料への

転換等による配合飼料の使用を中止する等の合理的な理由がある畜産経営者は、この

限りではない。 

   なお、事業実施主体は、契約の締結状況を確認するため、地方農政局長へ提出する

実績報告書へ契約書等のコピーを添付することとする。 

 ４ 持続的な畜産物生産に向けた取組 

   事業実施主体は、ＧＡＰ取組自己点検システムと同等以上の水準の取組を実施して

いる場合を除いては、「畜産における「みどりのチェックシート」及び解説書につい

81



 

 

 

て」（令和４年 10 月 31 日付け４畜産第 1660 号農林水産省畜産局企画課長通知）に基

づき、第３の１の事業実施状況の報告の期間中に１回以上、本交付金の参加者から、

チェックシートの提出を受けることなどにより、持続的な畜産物生産に向けた取組が

行われるよう努めるものとする。 
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別添５－１ 本交付金の目的、目標値、事業メニュー及びその内容、目標値設定に当たっての根拠及び留意事項並びに交付率 

目 的 目標値 事業メニュー及びその内容 目標値設定に当たっての根拠及び留意事項 交付率 

 
１ 畜産ＧＡＰ指導

活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
畜産ＧＡＰ指導農

業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畜産ＧＡＰ指導推進支援 

畜産ＧＡＰの指導体制を整備し、畜

産ＧＡＰの認証取得を推進するため、

次に掲げる事業を都道府県の区域又

は市町村の区域で実施するものとす

る。 

ア 畜産ＧＡＰ指導員の育成 

畜産ＧＡＰの推進に必要な指導

員を育成するために行う研修会を開

催する。 

 

イ 生産現場における研修会の開催 

畜産ＧＡＰの認証取得の拡大を

図るために行う、ＧＡＰ認証に関す

る専門家、ＧＡＰに取り組んだ実績

を有する農業者等を講師とした生産

現場での研修会を開催する。 

 

ウ 畜産ＧＡＰの普及推進 

畜産ＧＡＰの認証を普及するた

めに行う、畜産ＧＡＰの取組に関す

る普及、畜産ＧＡＰに取り組もうと

する農業者への指導や、指導者が農

業者に対して畜産ＧＡＰ認証の取得

を指導するために必要な指導用端末

機器（ＩＣＴを活用して畜産ＧＡＰ

認証の取得に必要な作業工程管理を 

  

 
＜根拠となるデータ等＞ 

 当該事業実施主体が定める畜産ＧＡＰの指導体制

に位置付けられる者（以下「畜産ＧＡＰ指導員等」と

いう。）のリスト及び地区別の指導見込農業者数を記

載したリストを提出するものとする。 

 

＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 

ア 畜産ＧＡＰ指導農業者とは、畜産ＧＡＰ指導員等

から、現地指導を含む複数回の畜産ＧＡＰの実施に

関する指導を受け、畜産ＧＡＰの取組を始めた（ある

いは取組を改善した）者をいう。なお、達成数のカウ

ントにあたり、当該畜産ＧＡＰ指導を受けた農業者

の畜産ＧＡＰ認証取得の有無は問わない。 

 

イ アの指導に当たっては、畜産ＧＡＰ指導員等は指

導の記録を残すものとし、事業実施主体の求めに応

じ、当該記録を開示できるようにしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費の定額と

する。 
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２ 畜産ＧＡＰ等認

証の取得拡大 

畜産ＧＡＰ認証等

の取得経営体数 

入力し、又は技術者等からのガイダ

ンスを送受信するシステム（以下「Ｉ

ＣＴシステム」という。））の導入

を支援する。

畜産ＧＡＰ等認証の取得の推進のため

の支援 

畜産ＧＡＰ等の認証の取得を推

進するため、都道府県が特定する畜

産ＧＡＰ認証取得重点地域内（以下

「ＧＡＰ認証取得重点地域」とい

う。）において、都道府県が将来団

体による畜産ＧＡＰ認証を目指す上

でパイロット的役割を担うと位置づ

けられる農業者等（以下「パイロッ

ト的役割を担う農業者等」という。）

の支援対象者が認証等の取得に要す

る経費を支援する。

 

＜根拠となるデータ等＞ 

 事業実施年度中に次の畜産ＧＡＰ等認証を新規に

取得することが見込まれる農業者等とし、事業実施主

体がリストにまとめ、提出するものとする。 

 

ア 本事業を活用し、ＧＡＰ認証取得重点地域における

パイロット的役割を担う農業者等（畜産ＧＡＰ等認証を

新規に取得する農業の専門学科を有する教育機関（以下

「農業教育機関」という。）を含む。）

 

イ ア以外の農業者等及び農業教育機関

ウ 団体認証を取得することが見込まれる農業経営体

＜目標値設定に当たっての留意事項＞ 

ア 取得等経営体数には、事業実施年度中に畜産ＧＡＰ

等認証の審査を受審し、又は審査の受審に係る契約を

締結しており、速やかに認証を取得することが見込ま

れる者を含めることができるものとする。

イ 団体認証を取得することが見込まれる農業経営体

にあっては、団体の名称や構成経営体数をリストによ

り明らかにすること。

事業費の定額（た

だし、＜根拠となる

データ等＞のア、イ

のうち農業教育機

関、ウについては、

別添５－２に定め

る上限の範囲内）と

し、イのうち農業者

等は交付対象外と

する。 
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別添５－２ 

 

ＧＡＰ拡大推進加速化事業（畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金）の実施に当たっ

てのガイドライン 

 

 事業実施主体は、本事業を実施する場合には、以下のガイドラインによるものと

する。 

 

１ 総則 

（１）本事業の補助対象経費は、本要領別表２の３の（２）補助対象経費の範囲

のうち、本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分

でき、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。 

（２）申請できない経費 

事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は申請できないものとす

る。 

ア 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費 

イ 事業支援者等に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間に応じて

支払う経費以外の経費（雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボ

ーナスその他の各種手当。） 

ウ 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

エ 事業終了後も利用可能な汎用性の高い備品の購入経費 

オ その他当該事業の実施に直接関連のない経費 

カ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和

63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定によ

る地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金

額をいう。） 

キ 支払いが翌年度となる経費（賃金など前月分の実績を元に、支払いが翌

月に発生する経費を除く。） 

（３）国の他の補助事業により支援を受け、又は受ける予定となっている取組に

ついては、本事業の補助の対象外とする。 

 

２ 畜産ＧＡＰ指導員の育成 

（１）支援対象者の要件 

別添５－１の事業メニュー及びその内容「畜産ＧＡＰ指導推進支援」のアの

対象者は、以下のア及びイの要件を全て満たす者とする。 

ア 広く地域の農業者に対し、畜産ＧＡＰの実施に関する指導を行う意欲があ

ること。 

  また、事業実施主体は農業教育機関が畜産ＧＡＰ等認証を新規に取得する

場合のほか、更新及び維持する場合にその農業教育機関に属する生徒、教師

等が主体となって畜産ＧＡＰ等の取得に努めることが明らかであると判断で

きる場合は、これらの者を対象とすることができるものとする。 

85



 

 

 

イ 事業実施年度から少なくとも３年の間、指導活動の対価を、当該指導を受

けた者から受領しないこと。 

   なお、既に畜産ＧＡＰ指導員であってこれまで現地指導を３件以上実施す

るなど事業実施主体が引き続きアの要件を満たす者としてその資格を更新す

る場合には、これら更新に係る研修も支援の対象とすることができるものと

する（アの農業教育機関である場合を除く。）。 

 

３ 畜産ＧＡＰの普及推進 

（１）支援対象の取組 

別添５－１の事業メニュー及びその内容「畜産ＧＡＰ指導推進支援」のウの

うち、指導用端末機器の導入については、畜産ＧＡＰ指導員がその指導におい

て直接必要な限り、ＩＣＴシステム導入のための初期設定料、ＩＣＴシステム

利用料、ＩＣＴシステム機器のリース費用とする。 

 

４ 畜産ＧＡＰ等認証の取得 

（１）支援対象者の要件 

別添５－１の事業メニュー及びその内容「畜産ＧＡＰ等認証の取得の推進の

ための支援」の対象者は、以下のアからウまでの全てを満たす者とする。 

ア 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 

（ア）畜産を営む者 

（イ）農事組合法人（農業協同組合法（昭和 22 年法律第 132 号）第３章に定め

る農事組合法人をいう。以下同じ。） 

（ウ）農事組合法人以外の農地所有適格法人（農地法（昭和 27 年法律第 229 号）

第２条第３項に規定する法人をいう。） 

（エ）農業協同組合 

（オ）その他農業者の組織する団体（代表者の定めがあり、かつ、組織及び運

営についての規約の定めのある団体に限る。） 

（カ）株式会社又は持分会社であって農業（畜産を含む。）を主たる事業とし

て営むもの 

（キ）農業教育機関（地域への波及の観点から、認証審査の受審を公開するこ

とを要する。） 

（ク）畜産ＧＡＰ等の認証を普及させるための農業者研修を実施する都道府県

の農業試験研究機関 

（ケ）その他事業実施主体が支援の対象とすることが適当と認める者 

イ 次の全てに該当すること。 

（ア）畜産ＧＡＰ等の我が国で取得可能なＧＡＰ認証を、更新や継続でなく新

規（ＧＡＰ認証を既に取得している農業者等が、他のＧＡＰ認証を追加で

取得する場合を含む。）で取得すること。 

   また、農業教育機関については、畜産ＧＡＰ等認証を新規に取得する場

合のほか、維持及び更新で取得する場合とする。 

（イ）事業実施年度を含めた３年間、継続して認証を取得することを確約する

こと（農業教育機関についてはこの限りでない。）。 

ウ （２）のアの支援対象者は、ＧＡＰ認証取得重点地域内において、都道府
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県が将来団体によるＧＡＰ認証を目指す上でパイロット的役割を担うと位

置づけられる者とする。 

エ 助成を受けるに当たり、畜産ＧＡＰ等の認証審査を受審した旨を証する書

類及び審査日数を確認できる書類（以下「受審証明書等」という。）を事業

実施主体に提出すること。ただし、支援対象者の責めに帰すことができない

事由により、事業の実施期間内に審査を受審することが困難な場合にあって

は、受審証明書等の提出に代えて、審査会社との契約の締結を証明する書類

を提出することができものとする。 

（２）支援対象者への助成額の上限 

事業実施主体から支援対象者に対する支援の上限額は以下のとおりとする。

ただし、農業教育機関については上限額を設定しないものとする。 

ア 支援対象者が個別に認証を取得する場合 

認証の種類ごとに、支援額の上限を下表のとおり定める。 

 

 

 

 

 

ただし、上限額は諸費用及び旅費を含むこととし、税抜き額とする。 

 

イ 複数経営体により構成される団体である支援対象者が認証を取得する場合 

認証の種類ごとに、支援額の上限を下表のとおり定める。 

認証の種類 助成額の上限 

１ JGAP 家畜・畜産物 

（農場 HACCP との差分審査） 

60 千円×（団体の構成員数の平方根＋２） 

２ JGAP 家畜・畜産物 

（差分審査以外） 

150 千円×（団体の構成員数の平方根＋２） 

３ GLOBALG.A.P. 450 千円×（団体の構成員数の平方根＋２） 

ただし、上限額は諸費用及び旅費を含むこととし、税抜き額とする。また、

団体の構成員数の平方根については、小数点以下切り上げとする。 

  

認証の種類 助成額の上限 

１ JGAP 家畜・畜産物（農場 HACCP との差分審査） 60 千円 

２ JGAP 家畜・畜産物（差分審査以外） 150 千円 

３ GLOBALG.A.P. 450 千円 
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別添５－３（第２の１関係） 

 

番   号 

年 月 日  

 

北海道農政事務所所長 

○○農政局長 

内閣府沖縄総合事務局長 殿 

 

                     所在地                 

                     団体名                 

代表者氏名               

 

 

 

   令和５年度持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交

付金実施計画の（変更）提出について 

 

  

 令和５年度において、持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化

交付金を実施したいので、持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日付

け３農産第 3175 号農林水産省農産局長、令和４年４月１日付け３畜産第 1993 号畜

産局長通知）第５の１に基づき、関係書類を添えて（変更）提出する。 

 

     （注） 関係書類として別添５－４（事業実施計画）を添付すること。 
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別添５－４（第２の１関係） 

 

令和５年度 畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金事業実施計画 

 

 

１ 都道府県名 

 

 

２ 事業の目的 

 

 

 

３ 事業の実施体制 
※体制図を添付すること。ＧＡＰ認証取得重点地域ごとに都道府県が将来団体認証を目指

す上でパイロット的役割を担うと位置づける経営体を中心に同地域等のＧＡＰ認証取

得を加速化させるための畜産ＧＡＰ指導員による推進体制の考え方、配置場所等を明記

すること。 

 

４ 成果目標の設定 

目  的 目  標 目標値設定の考え方及び目標値 

Ⅰ  畜 産

Ｇ Ａ Ｐ

指 導 活

動 の 推

進 

畜産ＧＡＰ指導

農業者数 

 

 

 

（目標値） 

Ⅱ  畜 産

Ｇ Ａ Ｐ

等 認 証

の 取 得

拡大 

畜産ＧＡＰ認証

等の取得経営体

数 

 

 

 

（目標値） 

  注１ 「Ⅰ」「Ⅱ」とも取り組むこと。目標設定の考え方は、目標値を設定した根拠を記

載すること。 

  注２ 「畜産ＧＡＰ認証等の取得経営体数」に係る目標値設定の考え方及び目標値につい

ては、都道府県が、①ＧＡＰ認証取得重点地域ごとに将来団体による認証取得を目指

す上でパイロット的役割を担うと位置づける畜産ＧＡＰ等を新規に取得する経営体

（農業教育機関を含む。）、②①以外の農業者等及び農業教育機関で畜産ＧＡＰ認証等

を新規に取得する経営体（ただし、農業者等は「畜産ＧＡＰ等認証の取得の推進のため

の支援」の支援対象外であるが、「畜産ＧＡＰ指導推進支援」の対象であること。）、

③団体による認証を新規に取得する経営体について記載すること。 

 

５ 事業の実施方針及び取組概要 

（１）畜産ＧＡＰ指導活動の推進 

ア 畜産ＧＡＰ指導員の育成 

（ア）育成に向けた基本方針 
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（イ）指導体制計画 

  ※ 下表の上段（状況段）のＡ（１又は２）とＢ（１又は２）の組合せごとに該当する人数を、下段（組織段）の組織ごとに記載 

  ① ② ③ ④ ⑤ 
指導員数 

①＋②＋④ 
備考 

状
況 

Ａ１：既に研修を受講済み ○ ○ ○ ‐ ‐  

※①～⑤の○の

組合せ別に組織

段に人数を記載

すること。 

Ａ２：令和５年度内に研修を受講する見込みの

者（Ａ１を除く） 
‐ ‐ ‐ ○ ○  

Ｂ１：既に指導実績が３件以上の者 ○ ‐ ‐ ‐ ‐  

Ｂ２：令和５年度内に指導実績が３件以上にな

る見込みの者（Ｂ１を除く） 
‐ ○ ‐ ○ ‐  

組
織 

        

        

        

        

        

合計 名 名 名 名 名 名  

  注１ 同一人物が複数の研修を受講する場合であっても１名とカウントする。 

注２ 実績報告時は、上段に（括弧）書きで計画時の内容を記載し、下段に実績値を記載すること。 

注３ 実績報告時にあっては所属及び氏名等を記載したリストを添付すること。 

 

 ③及び⑤に分類した者の畜産ＧＡＰ指導員育成に向けた令和６年度以降の方針について以下に記載すること。 
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（ウ）活動内容
畜産ＧＡＰ指導員育成の研修会の開催

研修会名 開催時期及び場所 参加者数 備考

注 備考の欄には、研修機関名、開催区域（都道府県又は市町村）の他都道府県、市

町村、ＪＡ、農業教育機関等所属ごとの参加者数を明記すること。 

イ 生産現場における畜産ＧＡＰ指導活動の推進

（ア）指導活動の基本方針

（イ）活動内容

ａ 生産現場における研修会の開催

研修会名 開催時期及び場所 内容及び参加者数 備考

ｂ 畜産ＧＡＰの普及推進

内容 備考

（２）畜産ＧＡＰ認証の取得拡大

ア ＧＡＰ認証の取得拡大の支援の基本方針
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イ 支援内容

（ア）ＧＡＰ認証取得重点地域におけるパイロット経営体等の認証

区分 

農業教育機関 

新規取得のパイ

ロット経営体数

うち新規取得 

農業教育機関 維持 更新 

JGAP 家畜・畜産物

（農場 HACCP との

差分審査） 

JGAP 家畜・畜産 

（差分審査以外） 

GLOBALG.A.P. 

注１ 「新規取得のパイロット経営体数のうち新規取得農業教育機関」の欄は、新規に認証取得

する農業教育機関をパイロット経営体に位置づける場合に記載すること。 

注２ 「農業教育機関」の欄は、パイロット経営体に位置づける場合の「維持」「更新」の経営

体数について記載すること。 

注３ 実績報告時にあっては認証を取得した（見込みを含む）経営体等の名称、所在重点地域名、

認証の種類、乳用牛・肉用牛・豚等の区分、生乳又は鶏卵を記載した一覧表を添付すること。 

（イ）（ア）のパイロット経営体以外の認証

区分 

農業教育機関 

新規取得 

経営体数 

うち新規取得

農業教育機関 維持 更新 

JGAP 家畜・畜産物

（農場HACCPとの

差分審査） 

JGAP 家畜・畜産 

（差分審査以外） 

GLOBALG.A.P. 

注１ 「新規取得経営体数」の欄は、（ア）以外の農業者等及び農業教育機関で畜産ＧＡＰ認証

等を新規に取得する経営体数について記載する。ただし、農業者等は「畜産ＧＡＰ等認証

の取得の推進のための支援」の支援対象外であるが、「畜産ＧＡＰ指導推進支援」の対象で

あること。 

注２ 「うち新規取得農業教育機関」の欄は、注１の内数として記載すること。 

注３ 「農業教育機関」の欄は、パイロット経営体に位置づけない場合の「維持」「更新」の経

営体数について記載すること。 

注４ 実績報告時にあっては認証を取得した（見込みを含む）経営体等の名称、所在重点地域

等名、認証の種類、乳用牛・肉用牛・豚等の区分、生乳又は鶏卵を記載した一覧表を添付す

ること。 
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（ウ）団体認証 

区分 

  

団体件数 
（団体事務局数） 

取得後 

構成経営体数 

うち新規取得 

構成経営体数 

JGAP 家畜・畜産物

（農場 HACCP との

差分審査） 

   

JGAP 家畜・畜産物

（差分審査以外） 
   

GLOBALG.A.P.    

   注１ 事業実施計画時においては、表の内訳が判るリスト（支援予定の団体別の団体名称、新規

・追加の別、新規取得構成経営体数、（追加の場合は）現在の構成経営体数）を添付するこ

と。 

      また、実績報告時にあっては認証を取得した（見込みを含む）経営体等の名称、所在市町

村名、認証の種類、乳用牛・肉用牛・豚等の区分、生乳又は鶏卵を記載した一覧表を添付す

ること。 

   注２ 既に畜産ＧＡＰ認証を取得している農業者等の団体が新たに農業者等を追加する場合に

おいては、「取得後構成経営体数」には新たに追加する農業者等も含めた団体全体の認証取

得経営体数を、「うち新規取得構成経営体数」には新たに追加する農業者等の数を記載する

こと。 
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６ 事業費 

区分 
事業 

メニュー
取組内容 

備考 

（積算員数及びその根拠） 金額 
うち 

交付金 

Ⅰ 畜産Ｇ

ＡＰ指導

活動の推

進 

Ⅱ 畜産Ｇ

ＡＰ等認

証の取得

拡大 

ア 畜産Ｇ

ＡＰ指導

員の育成 

イ生産現場

における

研修会の

開催

ウ畜産ＧＡ

Ｐの普及

推進

畜産ＧＡ

Ｐ等認証の

取得の推進

のための支

援 

円 円 

合計 

注１ 根拠となる資料を添付すること。 

注２ 実績報告の際は、計画時の内容を上段に（ ）書きで記載すること。 
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別添５－５（第３の２関係） 

畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金の事業成果及び評価報告書（令和  年度） （令和  年  月 日作成） 

                                     都道府県名            

 
 

留意事項 
１ 項目別の記載方法は次に掲げるとおりとする。 

（１）「目標値」の欄は、目的別に設定した目標値を記入する。 

目的 

目標値 事業実績 

備考 
目標値 実績 達成度 評価 

事業費実績

（円） 

うち交付金相当額

（円） 

Ⅰ 畜産ＧＡＰ指

導活動の推進 
       

Ⅱ 畜産ＧＡＰ等

認証の取得拡大 
       

事業の成果 

 

 

 

都道府県による評価 

 

 

 

国による評価 
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（２）「実績」の欄は、事業実施終了時点の実績値を記入する。 

（３）「達成度」の欄は、目標値に対する実績の比率を記入する。 

（４）「評価」の欄は、達成度に応じた次のアルファベットを記入する。 

      Ａ‥‥‥達成度１００％以上 

   Ｂ‥‥‥達成度８０％以上 

   Ｃ‥‥‥達成度５０％以上 

   Ｄ‥‥‥達成度５０％未満 

（５）「事業費実績」の欄は、当該年度に実施した項目に要した経費を、事業内容ごとに記入する。 

（６）「交付金相当額」の欄には、目的ごとに交付金の実績額を記入する。 

（７）「事業の成果」の欄は、当該年度に実施した内容及びその結果得られた成果を記入する。 

（８）「都道府県による評価」の欄は、（１）から（７）までの内容を踏まえ、都道府県としての本交付金事業における評価を所見とともに記入する。 

  また、目標値の達成度が極端に低い（概ね５割程度以下）の場合には、その理由を明確に記入する。 

（９）「国による評価」の欄は、地方農政局が評価の概要を記入するものとし、都道府県は記入しない。 

 

２ 本様式内に全ての内容の記入が困難な場合には、別に資料を作成し添付して差し支えない。また、必要に応じ説明に必要な説明資料を添付する。 
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別添５－６（第３の２関係）
番   号 
年 月 日 

○○○農政局長 殿

都道府県知事 氏  名

畜産ＧＡＰ拡大推進加速化交付金事業改善計画について（令和○年度）

 令和○年度について、事業実施計画の目標の達成が図られるよう、下記の改善計画を実
施することとしたので、報告します。

記

１ 取組の経過

２ 事業の実績

成果目標の

種別

（ 年） （ 年）

当初目標

（ 年）
実績値

当初目標

（ 年）
実績値

（２年目以降の計画が未達の場合には、経過が分かるよう各事業実施年度の達成状況を記載するこ

と。）

３ 当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点

４ 改善計画
（改善計画は１か年の計画とし、目標達成及び問題点の解決のために必要な方策を具体的に記述

すること。）

５ 改善計画を実施するための推進体制

北海道にあっては、北海道農政事務所長 
沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 
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